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教員推薦による学生論文推薦のことば

 今 日の医療 を取 りま く状況 は、患者 のニーズ に応 える安全な医療技術 の提供 はも とよ

り、情報提供 に基づ く 「患者の知 る権利 ・決定す る権利」を保障す る ことが厳 しく求め

られてきています。特 に これ らの 「患者の権利」を保障す ることは、治療や療養法への

影 響 と相 まって重要 な要素 であ り、医療者が これ らのセ ンスを保有 して いることは必須

の条件 とな って います。

 この研究 は、患者 の選択権 を保障す る方法や 同意の取 り方が必ず しも確立 されて いな

い現状 の中で、それ らを尊 重す る方法 を具体的 に考 え ようとす る試みで あ り、これか ら

医療者 を 目指す看護学生や、指導す る教員に とって有用で あると考えてき ました。しか

し、指導者で ある私が体調 を崩 し、ほん の少 しの時間 的余裕 を見 いだせず、出版 申請 を

1日 延 ば しに して きま したが 、この研 究は今後の看護教育 に多 くの示唆 を与え るのみで

な く、臨床現場 のケアの質 を も方 向付ける可能性を秘 めて いる内容で ある と考 え、さら

に今後 の 「患者の 自己決定」に関わ る看護研究 の土台 とな ることを信 じて、出版を依 頼

す る ことに しました。

 この論文が多 くの看護学 生や看 護教員の 目に とま り、 「ケアの質や患者 の権利」 を考

える刺激 とな り、お役 に立つ ことを願 って います。

慶應義塾大学

看護医療学部教授

  山下 香枝子
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1.序

1.研 究 の背景

 1.は じめ に

 米 国 ミネ ソタ州 にあ るMayo Medical Centerで(2003年 海 外看 護実 践 お よび2004

年 自己 研修 で 訪 問)幾 人 か の患 者 に会 って話 を聞 いてみ る と、 様 々な選 択肢 の中か ら

「自分 に とって最 も良 い」 と考 え る治療 ・療 養 法 を患 者 自身が 主体 的 に選択 で き 、大

変 満足 して い た。そ の背 景 には、 「海 外 で先 端医療 を受 ける、 メイ ヨー ク リニ ック」1)

の 記事 によ る と、そ の質 の高 い診 療技 術 とそ れ をサ ポー トす る様 々な リソー スが整 っ

て い る こ とが紹 介 されて い る。さ らに、米 国で は1983年 の大 統領 委員 会 の報告 書 によ

る と、 「倫 理 的 に正 当 とみな され る同意 とは、相互 の尊 敬 と参 加 によ って 、一緒 にな っ

て 意思 決定 を行 うプ ロセ ス の こ とで あ って 、 あれ これ の治療 の危 険 性 を詳細 に書 き連

ね て ある書 類 の内容 をた だ読 み上 げ る とい うセ レモ ニー で はな い」2)と され てお り、

Mayoで も医 療者 は患 者 が 自分 の価値 観 ・人生観 や信 念 と照 らし合 わせ て治 療や 療法

を選択 ・決定 で きる よ うに、 あ らゆ る情 報 を患 者 に提 供 し、 患者 が それ らを理解 で き

るよ う に十 分な 説 明や 話 し合 いが され て いる こ とが 報告 され て いる。

 日本 で は、10数 年前 まで いわ ゆ る 「お任せ 医療 」が続 いて いた。つ ま り医療者 が 「良

い」 と考 えて 決定 した 医療 を患 者 が受 ける とい う 「受 動 的な参 加 」 で あ り、患 者 は医

師 が説 明す る ま まに納 得 し治 療 に同意 して い た ので あ る。 しか し、我 が 国で も1992

年 の医 療法 改 正 の国会 審議 で 、厚 生労 働省 の主導 の下 に、患者 自 らが適 切な情 報 を持

ち 、治療 方 法な どを選 択 ・決定 す る とい う、「患者 自 らが 医療 に主体 的 に参 加す る こ と」

が謳 われ るよ うにな った。1993年 には厚 生省 に医療 従事 者 、法 律家 、作 家な どか らな

る 「イ ンフ ォー ム ド ・コ ンセ ン ト(以 下ICと い う)の 在 り方 に関す る検 討会 」が 設置

され 、95年 に は報 告書 が提 出 されて い る。これ らはICを 単 に形 式 的な もので はな く、

患 者 と医療 者 の信頼 関係 構築 のた め に促進 され な けれ ばな らな い もの と して具体 化 さ

れ た もので あ る と言 え る。 さ らに、 岡本 ら3)に よ る と医療 が高度 化 ・多様 化 して くる

中で 、 「常 に延 命 だけで はな い総 合 的なQOL(生 活 の質 ・人 生 の質)が 追 求」 され る

よ うにな り、そ れ らに伴 って 「患 者 自身が 自己 決定 し、医 療者 は それ を支 え る こ とが

当然 の責 務」 とす る ことが社 会 に広 ま って いった と考 え られ る。

 木村4)は 「患者 の人 生観 、倫理 観 は、医 師 のそ れ よ りも優位 にあ る」もの と し、 「患

者 の運 命 を決 め る にふ さわ しいの は、 医師 で はな く、患 者 みず か らの 人生観 で あ るの

は 当然」 と述 べ て いる。 そ の理 由 は、第 三者 で あ る医療 者 が考 え る良 い もの と、 当事

者 で あ る患者 が選 択す る ものが 一致 して いる とは限 らず 、そ れ が大 き くか け離れ て い

る場 合 には 、 「誰 のた めの 医療 か」 とい った本 質 的な疑 問が生 じるか らで あ る。 また、
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宮脇5)は 、 「イ ン フォーム ド ・コ ンセ ン トは 、ま さに 自己決定権 を実現化 し、患者 を医

療 の主体 と して位 置 づ けよ う とす る もので あ る」 と述べ て いる。平 成7年 度 の厚 生 白

書 には 、 「医師 と患者 のイ ン フォーム ド ・コ ンセ ン トが不 十分 に終 わ った場 合、それ を

補完 す る者 として 看護 職員 の役 割 が重要 にな る」6)と 記 され て い る。看 護 職 は、療養

生活 を送 って い る患者 に接 す る機 会 が最 も多 いた め 、 「そ の 人 ら しさ」を失 わせ ず に主

体 的 に治療 や 療養す る ことを支援 す る役割 を担 って いる ので ある。

 これ まで の研究 で は、 自己決 定 の研 究 と して 「患者 が あ る事象 や現 象 を どう捉 えた

ときに、 どのよ うな 決定 を して い るか」 をタイ プ別 に分 類 し看護 介入 を検 討 す る こ と

がな されて いる。また、丁 寧 にICと 治 療 を受 けた患 者 の治療後 の満 足度 につ いての看

護 師 の報告 もあ る。 しか し、ICを 前提 と した 自己決 定 プ ロセ スやそ れ に対 す る患者 の

評価 につ いて の報 告 はほ とん ど見 当た らな い。 また 、そ の 自己決定 プ ロセ ス を医 療者

が どのよ うな意 識 で、 どのよ うに支 えて い るか と い うこ とに関す る研究 もほ とん ど見

当た らな い。 この よ うな ことか ら、 日本で いか に 「患 者 の 自己 決定 プ ロセ ス」 に関心

が薄 く、医療 者 の価 値 観で 医療 が提供 されて いた かが うか が える。

 本研 究で は 、身体 的 ・精 神 的 ・社 会 的 に も多 くの 苦痛 を伴 い、 長期 に渡 り療養 を必

要 とす る慢 性 腎不全 患者 とそ の看 護 を担 当す る病棟 看護 師 を対 象 に調査 を行 う。現在 、

末 期 腎 不 全 の 患 者 に は 血 液 透 析 、CAPD(Continuous Ambulatory Peritoneal

Dialysis:持 続式 携帯 型腹膜 透 析)、 お よび 腎移植 とい う3つ の治 療 法が あ る。 これ ら

の治療 法 は こ こ10年 で 目覚 しい技術 の向上 がみ られ 、安心 して受 け られ る医療 にな っ

た。 しか し、 そ の反 面基 本的原 理 が変 わ らな いた め 、そ の限界 も見 られ る。例 え ば、

血 液透 析 で は間欠 的 な治療 法 のた め、 長期 的 には心血 管系 に負 荷 がか か って しま う。

CAPDで は、硬化 性 腹膜 炎 によ る腸 閉塞 を合 併す る率 が高 く、 腎移植 で は免疫抑 制剤

によ る副作 用 が少 なか らず 残 る。 このよ うな状 況下 で 何 を治療 法 として選ぶ か は、 と

て も重 要な こ とで あ る。 さ らに、選 択す る治療 法 に よって患 者 の生活 スタイ ル は多種

多様 とな るた め、治 療方 針 の決 定 は患者 に とって も大変 重 要で あ る と考 え る。 この よ

う に、患 者 の予 後 を も左右 し、 日常 生活 で 受 ける制 限 も様 々で ある治 療 につ いて 、 自

己決 定す る ことは慢 性 腎不全 患者 に とって 意味 深 い。

 医療現 場 の中で 、 「医師 や看護 師 に よる診療(治 療や 療養 方法)に 関す る説 明 は どの

よ うに行 わ れ て い る の か 、そ れ らの説 明 を患 者 は十 分 に理 解 を した 上 でそ れ らの選

択 ・決定 を行 って いる のか、 そ の 自己 決定 のプ ロセス を看 護師 や病 院側 は どのよ うに

支 えて いる のか」 とい った医療 の現 状 を明 らか にす る こ とを本研 究 の 目的 とす る。患

者 にICを 前提 と した 自己 決定 プ ロセス の実 際 とそ の評 価 、そ れ を支 える看護 師 の意識

な どを調査す る。 さ らに、Mayo Medical Centerで の筆 者 の見学体 験 を参考 に しなが

ら、看 護師 の意 識 と役割 の果 た し方 につ いて検 討 し、 日本 での望 ま しい患 者 の 自己決

定 プ ロセス を支 え る方 法 を明 らか にす る。
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2.研 究 目的

 本研 究 で は、血液 透析 導入 患者 に対 す るICや 自己決 定 プ ロセ ス につ いて の調 査 を患

者 と看 護 師 に行 う。そ して 、我 が国 のICや 自己 決定 プ ロセ ス の現 状 と課題 を明 らか に

し、患者 自身が納 得 して 医療 を受 け られ るよ う に、 今後 の 日本 の 医療 の在 り方 を検 討

す る ことを 目的 とす る。

3.用 語の操作的定義

患者の自己決定:「患者が医師か ら十分な情報提供 と分か りやすい説明を受け、自らの

納得 と自由な意思に基づき自分の治療や療養方法 を選択 し、同意あるいは拒否 をす る

こと」 に対す る患者の認識 を表現 した ものをいう。
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II.文 献 検 討

 本研 究 の 計画 ・実施 に あた って 、 日本 で の患 者 の 自己 決定 に関 す る様 々 な文 献 を、

「医学 中央雑 誌(Web版)」 を用 いて 自己決定 、患 者 の権利 、意 思 決定 、イ ンフォー ム

ド ・コ ンセ ン トにつ い て検 索 した 。そ の結果 、 自己 決 定 は0件 、患 者 の権 利 は1851

件 、意思 決定 は1024件 、イ ンフ ォー ム ド ・コ ンセ ン トは7195件 の雑誌 記事 が検 索で

きた(1987年 ～2004年12月 まで)。 さ らに、 日本 にお ける 自己 決定 とICに つ いて 、

書籍 な どか らも文献 検討 を実 施 した 。

1.イ ンフ ォーム ド ・コ ンセ ン ト(IC)

木 阪7)はICと は、 「医師が 病 名、病 状 、治療 の方 法 、そ の危 険性 、他 の治療方 法 と

の比較 、予後 な どにつ いて十 分 に説 明 し、患 者 がそれ らにつ いて理解 し納得 した上 で

医療 を選 択 し、 同意 また は拒 否す る こと」 と定義 して いる。 これ には 、 自己 の 生命や

健 康 に対 して 自己決 定す る とい う考 え方が含 まれ て い る。そ して 、そ のICの 成立 要件

として以下 の5つ の要件 を挙 げて い る。

   

   

   

   

   

        表1:イ ンフ ォー ム ド ・コ ンセ ン トの成立 要件

 鈴 木8)に よ る と、ICに は2つ の段 階が含 まれ て い る。第一 段階 は 医療者 が医 療 に関

す る情報 を患 者 の理 解が 得 られ る よ うに説 明す る段 階で ある。 この時 に は、医療 者 は

患者 の状 況(年 齢 ・理解 度 、身体 的 状況 、心 理 状態 、家 族状 況 、社 会 的状況 な ど)を

把握 し、患者 の考 え方や 思 い に耳 を傾 け、そ れ らに応 じた説 明 と選 択肢 の提 示が 必要

で あ る。 そ して 、第2段 階 は、患 者 自身が説 明 を十分 に理解 した うえで 、提 示 された

選 択 肢 の中か ら自由意思 で選 択 し同意 も しくは拒否す る段 階 で ある。

 この よ うなICと い う概 念 が 取 り上 げ られ るよ うにな る まで 、 医師 は専 門家 で あ り

患 者 は素 人で あ るため 、 「知 らしむ べか らず 、依 らしむべ し」 とい うよ うにパ ター ナ リ

ズム に よる 医療が 行わ れ て いた。 しか し、第二 次 世界 大戦 後 、ナ チス 医師 団 の人体 実

験 の反省 か ら、 医療 に患者 の知 る権利 や選 択権 とい った患 者 の 自 由な 意思 によ る行 動

が認 め られ る よ うにな った。1946年 には、医学進 歩 のた め に人体 実験 をあ くまで も必

要 と した うえで 、被験 者 の 「知 る権 利」、 「拒否す る権 利」、 「自発 的 同意」 の3要 件 を

認め るよ う求 めた 「ニ ュール ンベル ク綱 領 」が勧告 された 。これ ら3要 件 が後 にICの

概 念 と して発展 して い った。患者 には、どの よ うな 医療 を選ぶ か の 自己 決定権 が あ り、

そ のため に分 か りやす い情 報提 供 を受 け 、十分 に理 解 した うえで選 択 ・決定 で き るよ
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うICが 実施 され るよ うにな った ので ある。

 「ニ ュー ル ンベ ル ク綱 領」 か ら17年 を経 た1964年 に、世界 医師 会 は人体 実験 に関

す る倫 理綱 領 と して 「ヘ ル シ ンキ宣 言 」 を採択 した。 そ の 中で、 人体 実験 は医学 の進

歩 のた め に必 要で ある として いるが 、実 験 を行 う にあた り十分 な 説 明 と患 者 の 自由な

意思 に基 づ く同意 を得 る こ とを保 証 した。 但 し、 これ は あ くまで も人体実 験 にお ける

被験 者 へ の もので あ って 、医療 全般 にお ける患 者 の権 利 を保 障 した もので はな か った。

 1960年 代 ア メ リカ で は、 「ベ トナ ム反 戦運 動 を契 機 に体制 批判 、 人種 的偏見 、不平

等 な どの差 別 撤廃 を求 める運 動 、 さ らに公 民権 運 動な どを通 じて 人 々 は人権 、権 利意

識 に 目覚 めて」9)い った 。 また、 商 品の 品質保 証 、 ア フター ケア をサー ビス と して求

め る消 費者 運 動 と相 まって 、医療 に も権 利 とサ ー ビス を求 める世 論が 盛 り上 が った。

マ ス コ ミ も医 師不 信 、背 任行 為 を取 り上 げ、患 者 には 自分 の健 康 状態 、診 断 、治 療 に

っ いて 知 る権利 の あ る ことを繰 り返 し報道 した。そ の結果 、1972年 ア メ リカ病 院協会

によ って 「患 者 の権 利章 典」 が発 表 され、 患者 の諸権 利 を尊重 す る ことが患者 、医師

お よ び病 院組 織 の よ り大 きな満 足 に貢献 す る ことが期 待 され た。 患者 には 「あ らゆ る

疾病 につ き診 断、治療 、予後 、 リス クにつ いて 知 る権 利 」を認 め、 「ケア 、治 療 につ い

て は選 択肢 を与 え、 しか る後 に利害 得失 を 自ら判 断 して 自己決定 す る権 利が ある」10)

として いる。 この 「患者 の権 利 章典 」 を も とに、 多 くの州 や病 院 で独 自の 「患 者 の権

利 」 が成 文化 され るよ うにな った。 これ が 人体 実験 のみで な く、 あ らゆ る疾病 を対 象

にICが 患 者 の権 利 と して保 障 された 最初 の宣 言 で ある。

 1981年 、 ポル トガ ルで 開催 され た第34回 世界 医師 会総 会で はrリ ス ボ ン宣言 」が

採択 され た。世界 医師会 が初 め て あ らゆる疾病 を対象 に、患 者 に は医師 か らICを 受 け

る権 利 が あ る ことを宣言 した もので あ る。そ の3条 には 「患者 は十 分な 説 明を受 けた

後 に治 療 を受 け入 れ るか 、 また は拒 否す る権 利 を有 す る」 と明記 して あ る。 これ によ

って 、ICの 法 理で あ る患者 の 「知 る権 利」 「拒否 す る権利 」そ して 「自発 的 同意」 が

あ らゆ る疾 病 を対象 に保 障 され た こ とにな る。この リスボ ン宣言 は1995年 に改 正 され 、

患 者 の権 利が さ らに拡 大 明記 され た 。 しか し、 日本 医 師会 は未 だ に この宣 言 を承 認 し

て いな い。

 世 界大 戦後 、 各 国 は憲 法 制定 に際 し自由、 平等 、 生命 、財 産 な どを 国民 の基本 的権

利 と した。 日本 にお いて は、 この権 利 は憲法 第13条 「す べ ての 国民 は個 人 と して尊 重

され る。 生命 、 自由お よび幸 福追 求 に対 す る国 民 の権 利 につ いて は、公 共 の福祉 に反

しな い限 り、立法 その他 の 国政 の上 で、最 大 の尊重 を必 要 とす る」、によ って保障 され

て いる。 よ って 、患 者 の知 る権 利 や選 択 す る権 利 は基本 的 人権 と して位 置付 け られ て

いる。しか し、日本でICと い う言 葉 が使 われ 出 した のは1980年 代 の後 半か らで あ り、

1990年 の朝 日新 聞11)に は 、 「これ か らの 医療 の現場 の姿 を根 本か ら変 え るか も しれ な

いキ ー ワー ド」 と して紹 介 されて いる。 しか し、現 在 もそ の さ らな る普 及 に取 り組 ん

で いる のが現状 で あ る。
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 1988年 の 「国 民医療 総合 対 策本 部 ・中 間報告 」で はICに 基 づ いた 医療 の重要性 が

指 摘 され 、1990年 には 日本 医師会 生命倫 理懇 談 会がICの 定 義づ け を行 った。そ して 、

翌91年 には 「患者 の権 利 法 をつ くる会」が結 成 され るな ど、年 々論議 が活 発 に行わ れ

るよ うにはな って きた。我 が 国 にお いてICが 重 要視 され るよ うにな って きた背 景 に は、

「① 患 者 の権 利意 識 の増大 ② 医療 技術 の高度 化 、複 雑化 に伴 う治療 方法 の選 択 の幅 の

増 大③患 者 と医師 の新 た な信頼 関係 づ く りに よる治 療効 果 の一層 の向 上」・2)とい う こ

とが 医療 白書 で指摘 され て いる。 健康 保険 組 合連 合会 の 「健 康づ く りと医療 に関す る

調 査」 で は、 「診 療 に対す る不満 ・疑 問 の 内容」 で は 、 「病 状 や治 療 につ いて 十分 説 明

して も らえな か った」 が平 成5年 を除 いて 例年 最多 とな って いる。

 患 者 の権 利 意識 の高 ま りか ら、1992年 の医療 法 改正時 の 国会審 議で 、政府 はICの

在 り方 につ いて検 討 し、適 切な措 置 を とる ことが 決議 され た。そ して1993年4月 に、

厚 生 省 に 「イ ン フォー ム ド ・コ ンセ ン トの在 り方 に関す る検 討会」 が設 置 され、95年

に はそ の報 告書 が ま とめ られ た。そ の報告 書で は 、 「ICは 患者 の権 利 の主張 と医療従

事 者 の責 任 回避 とい う対 立 的側面 で と らえ られ るべ き でな く、 よ りよ い医療環 境 を築

くとい う基 本 的な考 え方 に基づ く もの でな けれ ばな らな い」13)と位 置 づ け られ た。IC

によ って 医療 関係者 と患者 の信頼 関係 を築 き、患 者 の クオ リテ ィ ・オ ブ ・ライ フ(QOL)

の確 保 と向上 を図 る質 の高 い医療 を達成 す る ことが 目標 とされ て いる。そ して、2年

後 の97年 には医療 法 のな か に 「医師 、歯 科 医師 、薬剤 師 、看 護婦 そ の他 の医療 の担 い

手 は 、医療 を提 供す る にあた り、適 切 な説 明 を行 い、 医療 を受 ける者 の理解 を得 られ

るよ うに努 めな けれ ばな らな い」14)と い う規定 が設 け られ た。努 力義 務規 定 で はあ る

が 、法律 のな か にICが 医療 提供 の理 念 の一部 と して初 めて位 置 づ け られ た。

 1999年10月 に厚 生省 が全 国 の病院 で入 院や通 院 して いる患 者約19万 人 を対 象 に し

た調 査 で は、外来 患 者 の64%、 入 院患者 の55%が カル テ(診 療録)の 内容 を知 り

た い と答 えて い る。 そ の理 由 と して 、 「受 けて いる治 療 につ いて理解 を深 めた いか ら」

が43.4%、 「病 名 ・病状 ・治 療内容 な どにつ いて本 当の ことが 知 りた いか ら」が27.3%

とな って い る。 この ことか らも、ほ とん どの患 者 が 自分 の病 気や 治療 につ いて医師 か

ら納得 のい く十分 な説 明 が受 け られて お らず 、積 極 的 に 自分 の治 療 に参 加 した い とい

う意識 が 高 まって い る こ とが伺 える。 しか し、実 際 に 自 らが 要望 して 「カル テ を見 せ

て も らった ことが ある」者 は8.7%と 非 常 に少な い結果 とな って いる。

 厚 生労働 省で は、 医療 従事者 と患 者 とのよ り良 い信頼 関係構 築 のた め に2003年5

月の 「診 療 に関す る情報 提供 等 の在 り方 に関す る検 討会 」の報 告書 を踏 ま えて、 「診療

情 報 の提 供等 に関す る指針 」を同年9月 に策 定 した。そ して、2003年5月 に個 人情報

の保護 に関す る法律 が成 立 した こと に伴 い 、本 人か らの開示 請求 に応 じて診療 情 報 を

原則 と して2005年4月1日 か ら開示 を全 面施行 す るため に現在準 備が 進 め られ て い

る。

 岡本15)ら は、 「看 護師 が認 識 して いるICの 現 状」 調査 にお いて 、 ICに 含 まれ る内
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容 と して病 名 、治療 法 、各 々 の治 療法 のメ リッ トとデ メ リ ッ ト、治 療選 択 の可能 性が

主 で あ る と報告 して い る。 これ は、1990年 日本 医師 会 「生命倫 理 懇談 会」 にて 、IC

で説 明す べ き内容 で示 され て い る5項 目 と一致 して い る。そ して 、 「ICの 意 味」 につ

いて は、「自分 の状況 を知 る こ とが で きる」 「納得 し治療 に参 加 でき る」 「治療 を選択 で

きる」 「そ の人 らしい生 き方 を選 択で き る」な どが半 数以 上 の回答 で あ った。この結 果

か ら、ICは 患者 自 らが 医療 に参加 し、 自己決定 を行 うた めの もの とい う認識 が看護 者

に も広 く根付 き始 めて い る とい える。

2.患 者 の 自己 決定

 宗 像 は先進 産 業諸 国 の保 健 医療 文化 は、供給 者 主 導 の社 会か ら消費者 主 導 の社 会 へ

の変 化 のな かで 、医 療者 に 「お 任せ 」 の保 健 医療か ら、消 費者 で あ る患者 の 「自己 決

定」保健 医療へ と移 行 しつ つ ある と述べ て いる。 「お 任せ 医 療」モデル は、患者 に とっ

て の利益 と損 失 を医 学的 視点 に立 って推 測 し、 医療 者 が患 者 に とって最 も望 ま しいで

あ ろ う決 定 を行 う ことで ある。 「自己決 定 医療」モ デル にお いて は、患 者 が 自 らの価値

観や 信念 に基 づ いて患 者 が 責任 を持 って 自己決 定す る ことで ある。 よ って 、 自己 決定

とは、 「患者 が医 師か ら十 分な 情報 提供 と分 か りやす い説 明 を受 け、自らの納 得 と自由

な意 思 に基 づ き 自分 の治 療や 療養 方 法 を選 択 し、同意 あ るい は拒 否 をす る こ と」16)と

して いる。

 「お任 せ医療 」か ら 「自己 決 定 医療」へ移 り変 わ って い く医療 の背 景 には、慢 性化 ・

高齢 化 といった疾 病構 造 の変 化 、人 々 の健康 意識 の 向上 と、 よ り質 が高 く幅 の広 い 医

療 サ ー ビスの希求 な どが 関連 して いる といわれ て いる。また 、医療技 術 の進歩 に伴 い、

これ まで 助か らな か った患 者 が病 と共 に生 きる ことが可 能 とな った 。 これ らに伴 い、

人々 の人 生観や 生命 の質(QOL:Quality of Life)に つ いて の価 値観 も変 化 して きた.

木 村17)が 『いの ち を考 え る』 の 中で述べ て いる よ うな、 「医療者 の価値 観か らみ て最

善 で あ る ことが、患 者 に とってそ うで ある とは 限 らな い場合 もあ る」 とい う考 え方 の

再 認 識 によ って、 医療 者 は 自分個 人 の意見 を患 者 に押 し付 け る ことな く、患者 の求 め

るQOLが 実現 され るよ うな支援 が大 切 とい う考 えが 医療 者 の 中に広 ま り始 めて い っ

た。

 木村18)ら は 「慢性 疾患 患者 の決定権 に関す る研 究 」にお いて、入 退院 を繰 り返 した

り、長 期入 院 を余儀 な くされ て いる患 者 は徐 々 に社 会 性 を喪失 し、 自己知覚 や 自己価

値 に変 化 を きた す よ うにな る と述 べて いる。そ のため 、患 者が 、 配偶者 や子 供 に生活

を依 存 して いる 中で 、患 者 自身で 決定 可能 な 「決定 権 」が どれ だ け あ り、家 族 に対 し

て どのよ うな役割 を担 う ことが で きて いる のかが 重要 な ことで あ る として い る。また、

入 院 生活 にお いて も同様 で 、患 者 自身が決 定で きる こ とが どれ だ け あるのか 、 医療従

事 者 の過干 渉 はな いか 、個 人で ある患者 が 本 当 に独 自な個 人 として医療 従事 者か ら尊

重 され て いる と感 じて い るのか 、 といった こ とも十 分配 慮 され る必 要が あ る と述 べ て
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いる。 この こ とか らも、患 者 の 自己 決定権 の尊 重 が いか に大 切 で あるか が分 か る。

 患者 に 自己決 定能 力が あ る場合 、 「自己 の こ とを最 もよ く知 り得 る立場 に あ り、そ れ

ゆえ に、最終 的な 判断 は本 人が なす べ き もので あ る」 と柴 田19)は 述べ て い る。何 が 自

分 に とって最 も良いか を決め られ るの は患者 自身で あ り、患 者 には 自己決定 で き る存

在 で あ りた い とい うニ ー ドが あ る。そ して 、そ れ は顕 在 化 され 「そ の 人 らしさ」 を表

す よ うな 「自己 と して表 出 され るべ き もので あ る」 と考 え られて いる。

 野 嶋20)ら によ る 「血液 透析 患者 の 自己 決定 の構造 」の研 究 で は、 自己 決定 に関す る

136場 面 を抽 出 し、 自己 決定 の タイ プ(型)を7つ のタイ プ に分類 しそれ ぞれ の特徴

を分 析 して いる。① 「建設 的決 定 型」 で は 、 目標 を設 定 す る と非 常 に冷 静 に状況 や 自

分 を見 つ め、 計画 的 に着実 に進 め て行 く。② 「現 実直 視 決定 型」 で は 、強 い願望 や欲

求 が あ りなが らも、一 方で は あ き らめ ざる を得 ない状 況や 自己 の限界 を認識 し、 自分

の願 望や 欲 求 を意志 の力で コン トロー ル した り、状況 の 中で優 先 すべ き ことは何 か を

冷静 に判 断 して いる。③ 「綿 密 決 定型 」 は、 状況 や 自己 を現 実的 に捉 え受 け入れ 、 自

分 の大 切 な もの を守 る 目標 に 向か って 行動 して いる。④ 「独 断的 決定 型 」で は、 自分

の 強 い価 値観 に基づ いて状況 や 自己 を捉 え る、 自分 の価 値 観 を優 先 した 目標 を設定 し

て い る。⑤ 「消 極 的決定 型」 は、現 状 との接点 を見 出す よ り、現状 か ら身 を引 き生活

を縮 小 させ る方 向 に向 か って い る。 ⑥ 「成 り行 き任 せ 決定 型」 で は、 状況 を現 実 よ り

安 易 に捉 え、病気 の 自己 の捉 え方 も消極 的 ・否 定 的で ある。⑦ 「抵抗 的決定 型」で は、

状況 に抵 抗す るか の よ うに、不可 能 な 目標 を設 定 し、ある いは頑 強 に 目標 に執着 す る。

 このよ うに、 自己決 定 を迫 られ た とき に各 々 の決 断事 項や そ の特徴 、ケー ス の背 景

との関連 につ いての分 析 は進 め られ て きて いる。さ らに、野嶋 は 、 「自己 決定 の質 を左

右す る要 因」 と して 「現 実性 」 「積 極性 」 「肯 定 性」 「妥 当性 」 「柔軟 性」 「計画 性」 「執

着性 」 「自己関与 」 「周 りとの関係 性」 を挙 げて いる。 この中で も、 「自己 関与」にっ い

て は、建設 的決定 型 では決 断過 程 に 自己 関与 がな され て いた ことを明 らか に して い る。

しか し、消極 的決定 型 と成 り行 き任 せ型 で は、 最 も 自己 関 与が な され て いなか った 。

前者 で は、 「満足 」 「納得 」 「仕 方な し」とい うよ うに結果 を肯 定 的 に捉 え て いるの に対

し、後者 は 「葛 藤」 「未練 」 「後 悔」 な ど悔 い を残 して いた。 よって 、決 断 に際 して 、

い か に 自己 関与 で きたか 否か が 自己 決定 の質 を支 える要 因 とな って い る と述 べ て いる。

 患 者 が 自己決 定 をす るた め に、 医療 者 は正 しい情報 を分 か りや す く患者 に提供 し、

患者 の理解 を助 け 自己決 定 を支 え る必 要が ある。柳 田21)は この こ とを 「患者 が 自 らの

人 生観 に したが って 主体 的 に生 き よ う とす る のを 、医師 ・看 護婦 な どの医療 従事 者 が

専 門家 と して ある いは伴 走者 と して 支援 す る こ とが 必要 」 と記 して い る。逆 に、患者

は 自己決 定権 を行使 す るた め に、病 気や 治療 方針 の ことを理 解す る努 力が 必要 で あ り、

自分 な りの生 き方 を 医療 者 に示 して い く ことが この場合 求 め られ る。

 これ まで に、 自己決 定 の構 造 と して 様 々な タイ プ の存在 や 自己 関与 の大 切 さな どが

論 じ られて き たが 、イ ンフォー ム ド ・コ ンセ ン トを含 めた決 定 プ ロセス にお いて の 自
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己 決定 構 造 は論 じ られ て きて いな い。 つ ま り、 あ る事 象 や現 象 を どの よ うに捉 え るか

につ いて の分 析 は進 ん で い る と思 われ るが 、 自己決 定 は患者 と医療者 との 一連 の プ ロ

セ ス で あ り、そ の プ ロセ スの 中で どのよ うに決定 して い くか に焦点 を当て た研究 はな

され てお らず 、そ こを明 らか にす る ことが 課 題 で ある と考 え る。野 嶋 も、 自己 決定 の

考 え方 を看護 の 中 に定 着 させ るた め に、 「自己 決定 の質 を左右す る9つ の要 因」に働 き

か ける方 法 を開発 して い くこ とが 必要 と して いる。 つ ま り、具体 的 な ア プロー チ論 、

看 護 介入 方 法 を開発 し活用 して い く ことの重 要性 を述べ て い る。以 上 よ り、実 際 の看

護 介 入 の場 面 で様 々な 自己 決定 プ ロセ ス の途 上 に ある患 者 に対 して 、 どの よ うに 自己

決定 を支 え るか の方 法 につ いての研 究 は必 要で あ る。

3.意 思 決定

 経 済学 者で ある上 田22)は 意思 決定 とは、 「行 動選 択 の背 景 にあ って 、 どの行 動 を選

択 す るか を決 め るプ ロセ ス」 の ことで ある と記 して いる。 そ して 、意思 決定 を 「プ ロ

セ ス」 とい うの は、そ れ を構 成す る活 動 が1つ で はな く複 数で あ り、そ の複 数 の活 動

が 時間 の流 れ の 中 に互 いに 関連 して い る こ とを意 味 して いる。 これ は単 な る 「決 定 」

とは異 な る。「決 定」 とは、選択 が行 われ るま さにそ の瞬 間 を指 す概 念で あ るが、意思

決定 とはそ の 決定 段 階だ けで はな く決 定段 階 に至 る まで に行 わ れ、且 つ 決定 の段 階 に

影 響 を与 え る様 々な活 動 が含 まれ る ので あ る。意 思 決定 プ ロセ ス に関す る研 究 は これ

まで様 々 な学 問分 野 の研究 者 が取 り組 ん で きて い るが 、基 幹的 な位置 を 占めて い るの

が 「サ イモ ンの3段 階意思 決定 モデ ル」23)(図1)で ある。

インテリジェンス活動 〔⇒ 〔 設計活動}[=⇒ 〔 選択活動 〕

図1:サ イモンの3段 階意思決定モデル

 「イ ンテ リジ ェ ンス活動 」 とは、 自分が 理 想 とす る状態 と現実 の状 態 の 問にギ ャ ッ

プが あ り、それ を 問題 と して 認識す る段 階 で ある。 「設計活 動 」とは、問題 を解決 で き

る可能性 のあ る代 替 案 を探 索 した り、新 た に設 計 した りす る段階 で ある。 「選択 活 動」

とは、 設計 段 階で 設 計 され た代 替 案 を評価 して選 択す る段 階の ことで ある。 このよ う

な プ ロセス を経 て最 終的 に最適 と判断 され る ものが選 択 され る ので ある。

 だが 、 この よ うな意 思決 定 プ ロセ ス を 「患 者」 の意 思 決定 プ ロセ ス と して概 念化 し

た モ デ ル は 存 在 し な い 。 看 護 界 で は 、 看 護 介 入 分 類(Nursing Interventions

Classification:NIC)24)に て、 「意 思決定 支援 」の項 目に以 下 のよ うな定 義 と行 動 が

記 され て いる。



行 動:・ 患者 とヘル ス ケ ア提供 者 の 間で、患 者 の状 態 に関す る見解 に相違 が あ るか ど

    うか を明 らか にす る。

このよ うに、看護 援助 の一つ と して患 者 の意思 決 定支 援 が挙 げ られ て いる こ とは評 価

で きるが 、 これ らが実 際 に意 思決 定 プ ロセス にお いて 、 どのよ うに活 用 されて いるか

につ いて の研 究 は、課 題 と して残 され て いる。

4.日 本 にお けるICと 自己決 定

 ICを 前提 と した患 者 の 自己 決定 プロセ スを確立 す る ことは、今後 の 日本 の 医療 を発

展 させ 、患 者や 医療 者側 双方 に とって も大 切な こ とで あ る。 「イ ン フォー ム ド ・コンセ

ン トに関す るア メ リカ合衆 国大 統領 委員会 報告 」 は、ICを 促進 す る ことに よ って 、患

者側 と して はよ り 「良 い」、よ り 「主 体性 に富 んだ」決 断 を下せ るよ うにな り、医療者

側 も患 者 の信頼 の向 上 と法 律的 責任 へ の不安 の 軽減 が期 待 で きる として い る。 日本 医

師会 は、ICに 関す る報 告 書で 、 「『説明 と同意 』 は、 医師 と患者 の信頼 関 係の基 礎

を築 く上で必 要な原 則 と考 え られ るよ うにな って きた」 として いる。だが 、 「わが 国社

会 にお け る伝 統 的文化 の あ り方 が、 ア メ リカや西 欧諸 国 とは異な るた め 、同 じ形 での

『説 明 と同意 』をそ の まま我 が国 に導入 す る こ とには多 くの難点 が あ る」 とし、 「わ が

国 の これ まで の 医療 の歴史 、文化 的 な背 景、 国 民性 、国 民感 情な どを十分 に考 え なが

ら、わ が国 に適 した 『説 明 と同意』が 行わ れ るよ うに した い もので ある」25)と 結 ん で

い る。しか し、未だ我 が 国 に適 したICと い うこ とで具 体 的な方 法 は明確 とな って いな

い。
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III.研 究 の概 念枠組 み

 これ ま での研 究 や論 文 で は、ICや 患 者の意 思決 定 の重要性 につ いて述 べ られ て きて

い るが、患者 の 自己決 定 を プ ロセ ス と して捉 え、看 護 の視 点 か らど う支 えるか につい

て概 念化 され た枠 組み や方 法 に関す る研 究 は見 当た らな い。Mayo Medical Centerで

の患者 の 自己決 定 を支 え る看護 師 の役 割 や病 院 システ ムにつ いて学 んだ こ とを参 考 に

本研 究 の概念枠 組 み を作成 す る。 そ して、意 思決 定 プ ロセ ス をモデル 化 し、医療 の 中

で の患者 の 自己決 定 プ ロセ ス とそれ らを支 え るシステ ムを概 念化 し、本研 究 の概念 枠

組み を作 成 した。

1.Mayo Medical Centerの 事 例

 Mayo ClinicはPrimary Valueと して 、 「The needs of the patient come first:患

者 の ニ ー ズ が最 も 大 切 で あ る 」 を掲 げ て い る。 そ して 、 そ のMission(使 命)は 「To

provide the best care to every patient everyday through integrated clinical

practice, education, and research:チ ー ム 医療 、 教 育 や 研 究 を 通 し、 す べ て の 患 者 に

対 して 毎 日最 高 の ケ ア を 提 供 す る」 こ と と して い る。Mayo看 護 部 のMission(使 命)

は 「専 門的 な 看 護 技 術 、 教 育 、 研 究 を 通 して 患 者 お よび 家 族 に 常 に質 の 高 い ケ ア を 提

供 す る こ と」 で あ る。 この よ うなPrimary ValueやMissionを 実 践 す る医 療 者 を 通 し

て は勿 論 、Minnesota Patients'Bill of Rights(写 真1、 資 料VIII)に もみ られ る よ

うに 、患 者 の 権 利 は一 人 ひ と りに保 障 され て い る。こ のBill of Rights(患 者 の権 利 法)

は ミネ ソ タ州 に よ っ て 定 め られ て い る も の で あ る 。 そ の 内 容 を 「患 者 の 自 己決 定 」 に

関 わ る 部 分 の み を 抜 粋 し以 下 に 示 す 。

写 真1:Minnesota Patients'Bill of Rights
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1 1nformation About Rights 患者 の権 利}関 す る情 報 が提 示 され る権 利

Patients shall, at admission, be told that there are legal rights for their protection

during their stay at the facility or throughout their course of treatment and

maintenance in the community.

2 Courteous Treatment個 人 と し て 尊 重 さ れ る 権 利

Patients have the right to be treated with courtesy and respect for their

individuality by employees of or persons providing service in a health care facility.

3 Appropriate Health Care個 人の 一 ズ}応 じて適 切な ケ アを受 け る権 利

Patients shall have the right to appropriate medical and personal care based on

individual needs.

6 1nfbrmation About Treatment 治 療}関 す る 情 報 を 得 る 権 利

Patients shall be given by their physicians complete and current information

concerning their diagnosis, treatment, alternatives, risks and prognosis as

required by the physician's legal duty to disclose. This information shall be in

terms and language the patient can reasonably expected to understand.

Individuals have the right to refuse this information.

7 Participation in Planning Treatment 治 療 計 画}参 加 す る 権 利

Patients shall have the right to participate in the planning of their health care.

This right includes the opportunity to discuss treatment and alternatives with

individual caregivers, the opportunity to request and participate in formal care

conferences, and the right to include a family member or other chosen

representative. In the event that the patient cannot be present, a family member

or other representative chosen by the patient may be included in such

conferences.

9 Right to Refuse Care 治 療 や ケ ア を 拒 否 す る権 利

Competent patients shall have the right to refuse treatment based on the

information required in Right No.6. In cases where a patient is incapable of

understanding the circumstances but has not been adjudicated incompetent, or

when legal requirements limit the right to refuse treatment, the conditions and

circumstances shall be fully documented by the attending physician in the

patient's medical record.

15 Responsive Service 質 問}答 え て も ら う権 利

Patients shall have the right to a prompt and reasonable response to their

questions and requests.

こ れ らの 「患 者 の 権 利 」はICを 前 提 と した 自己 決 定 フ ロセ ス に お いて は 欠 か せ な い も

の で あ る 。Mayoで は 質 の 高 い 医 療 を 提 供 す る た め にMinnesota Patients'Bill of
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Rightsの 内容 を 日常 診療 に盛 り込 み なが らICを 実施 し、結果 的 に患者 の 自己 決定 が

支 え られ て い る。次 に、 これ らを実 践す る現場 の看 護 師 の活 動や そ れ を支 えて い る病

院の シス テム につ いて 現地 で の学び を紹 介す る。

 診察 の場 で は医師 が患 者 とよ くコ ミュニ ケ ー シ ョンを図 り、患 者 のニ ー ズ を掴 も う

と最 善 の努 力 を して いる 。そ の 中で 、質 問 に答 えな が ら患者 の ニー ズ を把握 し、 よ り

良 い患者一 医 療者 関係 を築 いて い く方 法 が と られ て いた 。 医師 はMayoのPrimary

Valueに もあ るよ うに、 「患者 のニ ーズ が最 も大 切で ある」 こ とを実 践す るた め に、患

者 の話 を 聞きそ の ニー ズ が何 で あ るか掴 も うとす るので ある。そ のた め、患 者 は 医師

の説 明 を よ く理解 す る ことが で き、満 足 して いる。

 このよ うに、 医師 は 口頭で は あるがMay0の 理念 を実 践す る ことで、治 療 に対す る

患者 の同意 が得 られ る(Mayoで は治験 の場 合 にの みConsent Form同 意書 を用 いる)。

そ して 、 医師 は説 明 した 内容 や 同意 を得 られ た 事柄 につ いて のサ マ リー を細 か くデ ィ

クテー シ ョン し(電 話 口で録 音)、 そ の 内容 を後 に秘 書 が打 ち 出 した もの を記録 と して

残 す。 医師 は、手 術 な ど重要 な 決断 の 際 には、 そ のサ マ リー の コ ピー を患 者 に も渡す

こと もして いる。 この よ うな診察 の場面 で も多 くの看 護師 が 関わ って い る。 よ り良 い

患 者 の 自己決 定 のた め に は、看 護師 が 関わ りな が ら患 者 の思 いや価 値 観 を把握 して、

医療 に反 映 させ て い くことが求 め られて い る。

 Mayoで は、多 くの医療従事者の役割が専門分化 されて いるため、患者の 自己決定

に携 わ る専 門職 も決 まって いる。看 護 師 の 中で も、 スタ ッフナー スが このよ うな 場面

で 関わ る こと は少 な く、多 くはCNS(Clinical Nurse Specialist)やNP(Nurse

Practiti0ner)な どadvanced level(上 級 レベ ル)の 看 護師 が 関わ って いる。 CNSや

NPを は じめ 、移植 の分野 で活躍 す るTransplant CoordinatorやResearch Clinicで

治 験 を担 当す るナ ー スの役 割 、Ethics Consultation Serviceは 様 々な患 者や 医療 者 の

倫 理 的な 判断 を手 助 けす る組織 な どが 、 日々患者 の 自己 決定 の支援 にあた って い る。

 日本 の専 門看 護 師 に あた るCNSは 日本 の よ うに病 院全体 で動 くので はな く・Mayo

で は各病 棟 に一 人ず つ配属 され て い る。このCNSは 、そ の病 棟で起 きる判 断の難 しい

状 況 に対 して、 状況 を判 断 し ・解 決策 を考 えて スタ ッフナー ス に ア ドバ イス を して い

る。心臓 外 科領 域 のCNSは1歳 の子 供 を残 して亡 くな る母 親 の ケース を担 当す るな ど、

告知 後 の患者 や家 族 の精神 的 なケ ア に携 わ って い る。

 NPは 実 際 に治 療 に関す る決 定 を患者 の立 場 に立 って 、患者 と共 に決定 して い くナー

ス で ある。検 査 や診 察 を終 え、治 療方 針 を決 定す る際 に患者 へ の状 況説 明 と同時 に治

療方 法A・B・Cと い った 選択 肢 を患者 に提 示す る。そ して 、患者 に少 しそ の こ とにつ

いて考 え る時 間 を与 え、 医師 の診 察 で具体 的 に患 者 が質 問 を しなが ら自分 の治療 方法

を選 ぶ といった プ ロセス を可 能 に して いる。この よ う に、看 護 師で は あるが 、NPは 実

際 にい くつ か の治 療 プ ラ ンを立 て患 者 に提示 す る ことが で き る。そ の際 に患 者 の疑 問

に答 える な ど、患 者 の思 いや価 値 観 を知 る こと もで き る。 また 、 スタ ッフナー スか ら
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も患 者 の状況 を聞 き、治療 方針 の決 定の際 には よ り患者 の 立場 に立 った決 定 がで き る

よ うに配慮 してい る。

 Transplant Coordinatorは 、移植 前後 の患者 を外 来で みて い る看 護師 で あ る。 診察

日には30分 ほ ど看 護 師 がそ の患者 のアセ スメ ン トに時 間 を と り、そ の 日の体 調 を把

握 す る。 この時 間 の 中で 、患者 の移植 に対 す る思 いや 不安 につ い て も把 握 す る こ とが

で きる。 また、移 植 に関す る知 識 の提供 、移 植 後 の こ とにつ いて の教 育 な ど もここで

看護 師 が担 当 して い る。 筆者 が 見学 した際 、一 人 の患者 は移植 を控 えてい るが 、 どこ

の州 で ウエ イテ ィン グ リス ト(待 機 者 リス ト)に の った ら 一番早 く移 植 を受 け られ る

か知 りたい とTransplant Coordinatorに 相 談 してい た。患者 は移植 の時 まで 自分 の命

が もつ か ど うか 常 に不安 で、 そ の不安 とと もに 日々生活 され て い る と泣 きなが ら話 さ

れ てい た。 この 患者 に対 して も看護 師 は傾 聴 しつつ 、 この患者 が移植 を受 け られ る現

時点 で の可能性 な どを有 りのま まに伝 えてい た。 この よ うな情 報 提供 を も とに 、患者

は現 実 を受 け止 め、 患者 自身 に とって最 も望 ま しい選 択 ・決 定が で きて い る と考 え ら

れ る。 この よ うな患者 の状 況 を 医師 に伝 え るの も看護 師 の役割 で あ り、 この状 況 を把

握 した上 で医 師 は患者 を診 察す る。 この よ うに 医師 では ない看護 師 の立場 か ら患者 と

関わ るこ とに よって、患 者 の 自己決 定 を支 えてい る こ とが考 え られ た。

 Research Cllnlcで は、治1に つ い て看護 師 が患 者 に説 明 をす る。 そ して、看護師 が

同意書 を作 成す る と共 に患者 のサイ ンを も ら う。 この同意 書 は、 どの よ うな教 育背 景

の患者 に も読 まれ理 解 され るよ うに 「小 学6年 生 が読 め る レベル 」 で書 くよ うに 工夫

され て い る。 看護 師 は研 究 内容 な どをす べ て患 者 に分 か りや す い よ うに説 明 を し、患

者 の理解 度 につ い て も丁寧 にア セ ス メン ト用 紙 を用 い て評価 す る。最 終 的 に研 究 に協

力 す るか ど うかは患 者 の意思 次 第 であ り、看 護 師 は どち らに も患 者 を誘 導 しな い よ う

に説 明 を してい る。

 Ethics Consultation Service(写 真2、 資料VIII参 照)は 臨床 で の倫理 的 な問題 に

対 して 第三者 的 な 立場 か ら助言 をす る医 師 、看 護師 、 シス ター な どで構 成 され てい る

組織 で あ る。

写 真2:Ethics Consultation Serviceの パ ン フ レ ッ ト
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このサー ビス を受 け られ るの は患 者や 家族 、患 者 を支援 して い る医師や 看護 師 な ど基

本 的 に誰 で も相 談 で き る。 相談 を受 けたチ ー ム は患者 に とっ て何 が最 も望 ま しい か、

患 者 に無害 な方 法 は どれ か、Justice(正 義)は 何 か とい った こ とな どを話 し合 う。 ま

た、 当事者 とも話 を し、問題 を明確 化 した りもす る。例 えば 、意識 障 害 の患者 で人 工

呼吸器 を拒否 して いた患 者 に対 して、 そ の意思 表示 を知 らな か った研修 医が挿 管 して

しま うケー スが あ った。 本人 は外 して ほ しい はず だ が、家 族 はそ の まま に して ほ しい

と希 望 して い る。この場 合 もEthics Consultation Serviceに 依 頼 が あ り、協議 され た。

さらに、意識 の あ る患者 が 手術 を嫌 が って い る とい う相 談 を医師 か ら受 け るこ と もあ

った とい う。 医師 は何 度 も手術 を しな い と命 を助 け る こ とが で きない と話す が 、患者

が拒 否 を し続 ける ケー スが あ った。看 護 師 か らの依 頼 ケー ス は、家 族 が患者 に試 して

ほ しい とい って調 べ て きた治 療 法 を医師 が拒 否 した もので あ った。 家族 は患 者 のた め

に調 べ て きたが 、主 治医 は その 方法 を試 み るの には反対 で あ り、看護 師 が 困 って依頼

して きた。 この よ うな ときに も、Ethics C0nsultation Serviceは 当事者 か ら話 しを聞

き、それ ぞれ の立 場 を理解 した 上 で家族 と医師 との関係 を取 り持 つ。 この システ ムに

よって 、誰で も倫 理的 な 疑問 を抱 い た ときに、 そ の疑問 を残 した まま 医療 を受 けた り

提供 した りせず に済む の で あ る。 病 院 内で の、 あ らゆ る意思 決 定や 自己決 定が 必要 な

場面 に大 い に活 用 され てい る。

 Mayoの 病 院 システ ム と しての 取 り組 み で は、患者 が 自己決 定 す る上で病 気 につ いて

の理解 を深 めた りす るこ とがで きる よ うに、多種 多様 のパ ン フ レ ッ ト、ブ ック レ ッ ト、

ビデ オ な どの教材 を用意 してい る(写 真3)。 これ らはいつ で も患者 が 自由 に手 に取れ

るよ うに病棟 や 外 来 の待合 室 、患 者用 資料 室 に 置い て あ り、簡 単 に手 に入れ る こ とが

で き る(写 真4)。

   ♂`も          ㌦ 認

  萄   算.
   '     R_漢 ㌦.  .

嚢,一,E秘 一
写真3:Mayoの 様 々な患 者用 資 料

 

曳韓 勤

」
写真4 自由 に取 れ る患 者用 パ ン フ レッ ト

また 、外 国人患 者 に対 して は医師 の説 明 を通 訳 を介 して理解 で き るよ うに して い る。

家 族 の方 の通訳 は な るべ く避 け るよ うに し、医 師 の説 明 がすべ て そ の通 り患者 に伝 わ

るよ うに配慮 され てい る。家 族 が通訳 す る と、 「家族 」 とい った立場 上 、医師 が伝 えて

ほ しい よ うに患 者 に伝 わ る とは限 らない か らで あ る。 これ は、 医師 の説 明通 りの情 報
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を もとに、患 者 が 自己決 定で き るよ うに支 え る工夫 で あ る。

 以上 のよ うに、米 国で は患者 の権 利 を守 る法 的な 整備 も進 め られ 、Mayo Medical

Centerも 病 院 と してそ れ らを守 る よ う実践 して い る。そ して 、高度 の専 門性 を持 った

看 護 師 の活躍 によ って、患 者 がよ り自己 決定 しやす い環境 をMayoは 整 えて い る。 患

者 の 自己決 定 を支 え る こ とで患 者 は 自分 の治 療 に対 す る意識 を高め 、 医療 に対 して さ

らに満足 す るの で ある。 こう した患 者 の満足 感 がそ の ま ま医療者 に プ ラス にフ ィー

ドバ ック され 、 医療者 は さ らに質 の高 いケ ア を提 供 す る といった 良 い循 環 が生 まれ る

ので あ る。

2.文 献か らの枠組み

 患者 の人権が看護援助の中で生かされるには、医療者が活用できるような患者の 自

己決定 プロセスが構造化 される必要があると考 える。そのため、次のような段階 を踏

んで意思決定プロセスを構造化 し自己決定 プロセスの研究概念枠組みとする。

 患者 は病気 と診断された とき、以下のよ うな思考 プロセスを経ることが考え られる。

 そ こで 、図1の サ イモ ンの3段 階意思 決定 モ デル を基盤 と した 、図2の よ うな 一般

的な 「意思 決定 プ ロセス 」 を経 る ことが考 え られ る。
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 この 「意思 決定 プ ロセ ス 」 は 日常 生活 の中で は用 い られ て も、患 者 に とって 非 日常

で ある医 療 の場合 には 当て は ま りに くい と考 え る。 そ の理 由 とな る 医療 の特 殊 性 を以

下 に記す 。

・ 医療 は専 門性 が 高 いた め、患者 自身で情 報 収集 し問題 解 決案 を探 索す る こ とが難 し

 い

・ 医療 従事 者 に よる情 報か らのみ 問題意 識 を持 つ こ とが で き、自分 か ら問題 を明確 化

 す る こ とが難 しい

・ 意思 決定 者 は最 良 の結果 が得 られ るよ うに努 力す る必 要が あ るが、決定者 自身で す

 ら左 右で きな い要素 が医 療 に は多 い

・ 選択 した もの によ る結果 が 、命 に関わ る ことも少な くな いため 目標設 定が難 しい

・ 患者 自身 に参 考 にで き る過去 の経験 が な いた め、それ らか ら解 決案 を探索 す る こ と

 がで きな い

・ 治療 効果 は個 別性 が 高 いた め、効果 や リス クにつ いて評価 しに くい

 よ って 、 医療 の 中で意思 決定 を考 える際 に は図5に 示す 「自己 決定 プ ロセ ス」 の よ

うに、 医療従 事 者 と患者 の相互 作用 を通 じて 、患者 自身 が主体 的 に意 思決 定 して い く

ことが望 ま しい と考 え られ る。自己 決定 を行 な う上でICは 前提 とな り、欠か せな いも

ので あ る。馬庭26)は この こ とを患 者 としての体 験か ら、 「情報 を知 って いな けれ ば、

す べて お任 せ とな り、 自己決 定 な どで きな い」 と記 して いる。木 阪27)は 「イ ンフ ォー

ム ド ・コ ンセ ン ト成立 要件 」 を以 下 の5つ の点(表2)と して挙 げて い る。 それ を基

に、患 者 を主体 に した 自己決 定 の構造(表3)を 筆 者 が作 り上 げた。

  

→

  

    表3:自 己決定の構造

表2:イ ンフォー ム ド ・コ ンセ ン ト成立 要件

っ ま り、 自己決 定 のた め に は、患 者 の理解 、 自分 に とって の意 味づ け、選 択肢 が 提示

17



され て選 ぶ とい うこ とが重 要 で ある。

 自分 に とって の意 味 づ け と して は、 図3に 示すAjzen&Fishbein28)がAactと して

表 した4つ の評価 的SD尺 度 を用 いた。 Aactと はあ る行 為 に対す る態度 で ある。 これ

は、 以下 の よ うな7点 で評 定 させ 合 計点 を測度 と した もので あ る。

ばかな

よい

有害な

報 いのある

3 2 1  0 1 2  3

iiiiiii

iiiiiii

か し こい

わ る い

有益 な

罰 のあ る

図3:Ajzen&Fishbeinに よ るAactを 測 定 す る 評 価 的SD尺 度

 次 に、患者 の 「意 思決 定 プ ロセ ス を支 え る上で看 護 師 と して何 が必 要 か」 とい う こ

とに も注 目した 。野 嶋 ら29)に よ る 自由記 述 式調査 の結 果 、次 の よ うな5つ のポイ ン ト

が 挙 げ られ た。 ① 専 門職 と してや 人 間 と して の姿 勢② 能 力③ 対 象者 を知 る こと④対 象

者 とつな が る こと⑤ 対 象者 に働 きか け る こ と、で あ る。 この結果 を用 いて野嶋 らはそ

の次 に実態 調査 を行 い、患 者 の意思 決 定 を支 え る看 護 を展 開す るた め に、看護 師 とし

て今 後 さ らに必要 と思 われ る事 柄 につ いて質 問 を した。以下(表4)の よ うな14の 設

問 を設 定 し、5段 階 スケー ル 〈5非 常 にそ う思 う、4か な りそ う思 う、3ま あま あそ

う思 う、2あ ま り思わ な い、1全 く思わ な い〉 を用 いて 回答 を得 た 。

平均値
a.患 者 に あ った方 法 で看 護 を展 開 して い く技 術 を さ らに熟 練 させ た い 4.314

b.看 護者の価値観 を患者に押 し付 けないよう今 まで以上に配慮 していき

たい

4.298

c.患 者 の人 間 と しての尊 厳 を守 る看護 を今 まで以 上 に配慮 して い きた い 4.264

d.人 を理解す るため に分析 力や 洞察 力 を磨 いて いきた い 4.257

e.患 者 の心 理的 サポ ー トを行 うた め の技 術 を磨 いて い きた い 4.220

f.今 まで以 上 に専 門職 と して の 自覚 を持 って、看 護 に取 り組 みた い 4.190

g.今 まで 以上 に充実 した カ ン フ ァ レンス を運 営す る技 術 を熟練 させ た い 4.077

h.先 を見 通 す 力を 身につ けて い きた い 4.041

i.患 者 の症状 を査 定す るた め に もっ と医学的知 識 を学 びた い 4.031

」.感 受性や 共感 能 力 を高 めて いきた い 4.013

k.患 者の問題解決能 力を引き出す技術 をさらに熟練 させたい 3.998

1.患 者 の 日常 生活 を整 えて い く技 術 を さ らに熟 練 させ た い 3.873

m.患 者 と家族 の倫 理 を尊重 で き るよ うさ らに倫 理 につ いて 学び た い 3.710

n.家 族 関係 を調整 す る技 術 を さ らに熟 練 させ た い 3.636

表4:意 思決定を支える看護 に必要な事柄 とその平均点(野 嶋より)
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そ の結 果 、上位 の項 目につ いて は平均 値 が 高か った が下 位 の項 目ほ ど低 い とい う結果

にな った。 これ らの質 問項 目を筆者 が 内容 別 に整理 して 、以 下 のよ うな概 念 図(図4)

を作 成 した。

〈看護を展開する技術〉

a,・)サ ポ ー ト技D

卜

ln)家 族関欄 整技1

ll)日 常 生 活 援 助 技1

k)問題解決能力

を引き出す技術

9)カ ンフ ァレン

ス運 営技術 ノ

〈能力〉
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や 共 感 能
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図4:「 野嶋 らの意思決定 を支え る看護 に必要な もの」 を概 念化 した図

このことか ら、患者の 自己決定 を支える看護師の素質 として、以下(表5)に 示す5

点が明確 となった。

           

           

           

           

           

      表5:患 者 の自己決定 を支えるのに必要な看護師の素質

しかし、野島 らによる調査はそれぞれの看護師が今後さらに必要 と思 っている能力で

あ り、実際の臨床での現況を反映 している。実際には何を重視 しなが ら、どの程度意

思決定を支える看護を展開 しているかを看護師の各項 目への 「取 り組み」か ら明 らか

にする必要がある。
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3.本 研究の概念枠組み

 以上、Mayoの 組織 としての自己決定支援や 自己決定の構造 を踏 まえた患者 ・医療者

の相互作用の概念、それ を支える看護師の素質 を統合 させ ると、図5に 示す 「治療 ・

療養生活 に関する患者の 自己決定プロセス と影響要因の概念図」 とな り、本研究の概

念枠組み とする。

【患者】

讐
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す
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療
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図5:治 療 ・療養生活に関する患者 の自己決定プロセス と影響要因
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 人間 に とって 「自分 らしい生 き方 や 人 生の 目標 」 は、 そ の人 以外 で は分 か り難 い と

考 え る。 そ のた め 、医療 を受 け る場合 には 、医療 の受 け手 で あ るそ の人 自身 の考 えが

尊 重 され 、 それ に基 づ い て物事 が 決定 して い く ことが重 要 で あ る と考 え られて い る。

馬庭30)は 「自分 自身の 身体 で もあ り、 自分 の人生 で ある。他 人まかせ にで きな い」 と

自 らの患 者 体験 を振 り返 って い る。 このよ うに、患者 に とって は 、図5に 示 した よ う

な 医療者 との相互 作用 を経 た 自己 決定 プロセス を踏 む ことが 重要 で あ る と考 える。

 医療 者 の責務 と して は 、患 者 に とって分 か りやす い説 明 と選択 肢 を提 示す る必 要 が

あろ う。鈴木 によ るICの 第1段 階 は、 「医療者 に よる分 か りやす い説 明 と選択肢 の提

示」 で あ る。第2段 階で は、 医療 者 は、患 者 に とって の情報 の理 解や 意 味づ けを支 え

る ことが求 め られ て いる。 この第2段 階 は、患 者 は選択 肢 が示 され た として も、 「どれ

が 自分 に とってベ ス トか」 を患 者 自身で 判 断す る のは難 しい。 そ のた め、 医療者 の支

え が重 要 にな る と考 える 。つ ま り、患 者 は例 え 主治 医 の説 明 を理解 で きた と して も、

他 に 「何か 良 い方 法 はな いか 」 と考 え、 セ カ ン ド ・オ ピニ オ ン を求 め た くな る こ とが

ある と考 える。

 他 方 、医療 者 は、 「患者 が状 況 を十 分 に理解 して いな い 、ある いは 、迷 いが あ る」 と

感 じ られ る場合 に は、 「セ カ ン ド ・オ ピニオ ン」を受 け るよ う に提案 し、そ れ を可能 に

す る環 境 づ く りが 必要 で あ る と考 える。 患者 や家 族 が彼 らの考 えや 思 い を十 分 に表現

で きるよ うに働 きか け る ことが重 要 で ある。 そ して 、常 に患 者 の質 問 に答 える姿 勢 を

持 ち 、患者 が 十分 に状 況 を吟 味 した うえで 、 自己 決定 で き る よ うに 「相 談 し合 え る環

境 づ く り」へ の配 慮 をす る こ とが 欠 かせ な い と考 える。 このよ うな 配慮 が、 患者 が診

療 を受 ける病 院 の場 面 に浸 透 し、 日々実践 され て い く ことが 望 ま しい といえ よ う。

 このよ うな 、 開か れた 自己 決 定 プ ロセ ス の 中で 、患者 が 治 療や 療養 法 を選択 し、 自

己 決定 で き る こと によ って、患 者 は初 め て 「納得 」 して 医療 に参 加 し、医療 を受 ける

ことが で き るよ う にな る と考 え る。 この 自己 決定 が最 も効 果 的 に行 われ る も う一 つ の

要 因 は、患 者 が 「十 分 に時 間 的な ゆ と りを持 って 、 じっ く り考 え る こ とがで きた 」 と

感 じ られた ときで あ り、そ の こ とも見 落 として はな らな い と考 える。

 高嶋31)は 、この よ うな係 わ りや 環境 の調 整 を しな けれ ば な らない ことにつ いて、看

護i師の重要 な役割 として 、「患 者 さん と看護 師が 相互 の 立場 で、互 い の意見 を交換 す る

ことによ って 、患者 さん の意 思 を尊重 した方 法 を患者 さん 自身が 選択 で き るよ う に援

助す る こ とで ある」 と述 べて い る。

 このよ うな 、患 者 の 自己決 定 を支 え る場 面で 、看 護師 に必要 と され る能 力や 資質 と

して は、① 看 護学 の知 識 、看護 技 術 ②看 護 師 自覚③ 医 学や 倫 理学 の知 識 ④対 象者 や

現 象 を捉 える能 力 ⑤ 表 現 力、行 動 力で ある と考 える。
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IV 研究方法

1.研 究対象

 本研究は病床数1000以 上ある大学病院の腎臓内科 にて入院治療 を受 けている透析

導入患者(20歳 以上)と 、そ こで勤務する看護師を対象とす る。標本の選出基準は以

下の通 りである。

患者:1.20歳 以上でシャン ト作成 または透析導入されて一年以内の者

   2.医 師によって病気や治療 について知 らされている こと

   3.本 人か ら研究への参加同意が得 られていること

看護師:1.腎 臓内科の病棟 に勤務 していること

    2.本 人か ら研究への参加 同意が得 られていること

2.測 定用 具

 本研 究 の概 念枠 組 み を基 に、筆者 は患 者 と看 護 師用 に質 問紙(資 料V・VI参 照)を

作 成 した。

 看 護 師 に は 「自己決 定 を支 える上 で 必要 と思 われ て い る こ と」へ の実 際の取 り組 み

を明 らか にす るた め に、野 嶋 らによ る先行研 究 の枠 組 み を 「必 要 と思 う」 か ら実際 の

「取 り組 み 」へ と一 部変 更 して用 いた。 これ によ り、看 護 師が 自己 決定 を支 える上 で

必要 と思 って いる ことへ の実 際 の取 り組 みや 個 々 の意 識 を調 査す る こ とが 可能 とな る。

 さ らに、患者 か らのICに 関す る 回答 だ けで はな く、実 際 に患者 が受 けたICの 内容

を客観 的 に確 認す るた め に、診 療記 録(カ ル テ)か ら対象 者 の これ まで の経 過 とICに

関す る部分 の記 載 をチ ェ ックす る項 目用 紙 も作成 した。(資 料VII参 照)

3.信 頼 性 と妥 当性

 プ レテ ス トと して血液 疾 患患 者 を対 象 に調査 を行 い、患者 用 の調 査 に用 いる質 問紙

な どを3名 に評価 して いた だ いた。そ の結 果、 「調 査へ の ご依 頼 」を簡 潔 にす る ことや

「質 問紙 」の 内容 を外 来 と病棟 とで 分 ける方 が答 えや す い とい うご指 摘 を いただ いた。

それ らを反映 させ 、 「調査 へ の ご依頼 」は読 みやす いよ う簡潔 か つ大 き い文字 に し、実

際 に調査 研究 に用 いた質 問紙 には 「治療 方法 の 決定 前」 と 「治療 方 法 の決定 後」 を区

別 した。 しか し、血液 疾 患患者 の場合 様 々な 経過 をた どる ことが 予想 され 、 どの段 階

で調査 を行 うか によ って は結果 が 左右 され る こ とが考 え られ た。 また、血 液疾 患 の場

合 は、状 態が 比較 的悪 い方 へ の調査 も必要 で あ り、対 象者 が 回答 しに くい とい う点 も

考 え られ た。そ のた め、状態 が 比較 的安定 してお り現状 よ りも回復す る ことが見 込 め、

自己 の体験 へ の振 り返 りや 考 え方が 整 理で き る患者 を対 象 とす る ことが望 ま しい と考

えた。 よ って、対 象者 を血液 疾 患か ら透 析導入 患 者へ と変更 す る こ とと した。

 しか し、 この プ レテ ス トで得 られ た 回答 は、 や は り我 が 国の 医療 の 問題点 を浮 き彫
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りにす る もので あ り、 この調査研 究 の必要 性 を さ らに裏付 ける手 助 け とな る もので あ

ったた め 、以下 にそ の 回答 内容 を ま とめる。

〈疾患や治療に関する医師の説明〉

先生(医 師)か らの詳 しい説明はな く、私(患 者)の 方か ら質問 して初めて(当 方の

受 け止め方が分かって)答 えて くれるよ うにな った。

〈分か りにくいことへの対処〉

「医師 にその場で質問をする」「自分で本やインターネ ットを用 いて調べる」看護師に

後で聞くことは外来では事実上無理。

〈説明の理解度〉

「かな り理解できた」但 し、質問を繰 り返す ことで。当初の医師 の説 明のみでは、疾

患名と治療の進め方の概要程度。(同 席 して いた)看 護師によるフォローは何 もな し。

〈看護師への質問〉

質問 したいときにいつで も質問はできたが、十分な回答は得 られず。納得するまで質

問に答えた り話を聞いて くれることは全 くなく、諦めた。

〈 自分の希望や思い(価 値観 ・人生観)を 医師に伝えることができたか〉

治療 については短い時間でも伝 えられるが、それだけの時間で 「自分」 を語ることは

不可能。また、それ は医師の負担にもなるゆえ。治療や療養方法に関 しての希望は伝

え られたが、価値観や人生観について語るほどの関係は今でも生まれていない。

〈 自分 の希望や思い(価 値観 ・人生観)を 看護師 に伝えることができたか〉

入院期間を通 じても受け止めて くれ る雰囲気が感 じられなかった。若いナースに価値

観や人生観を語る ことは彼女 らに負担になると考え、私 の方で伝 える ことを止めた点

もある。

〈治療や療養方法をどのよ うに決めましたか〉

自分(患 者)の 疑 問点を医師 にぶつけ、結果その説明に納得 して決めた。

〈上記の決定 プロセスに満足 して いますか〉

「あま り満足 していない」

質問 してはじめて詳 しい説明がな され るというのでは、インフォーム ド・コンセ ン ト

とは言えない。何を質問 してよいか分か らない、また専門用語 も分か らな い患者は多

いはず。その点 を踏 まえた対応が必要。 もちろん、患者側 の医師まかせは大 きな問題

であるが。

〈決定するまでの時間(期 間)は 十分で したか〉

「まあまあ十分」

〈看護師の関わ り方 の満足度〉

「全 く満足 していない」関わ りと呼べるものは皆無。

〈病気や病状、治療な どについて知ることの意味〉
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 この事例よ うに、患者側か ら積極的に医師 に質問を し、納得が得 られた というケー

スを見る と、日本のICは 未だ発展途上にあるよ うに思われる。そのため、筆者が作成

した調査用紙 を用いて透析導入患者がどのような方法で医師か ら説明を受け、導入 に

至 って いるのかを研究する意義は大きいと考える。また、そ こに関わっている看護師

の自己決定 を支える意識 も明 らか にす ることで、今後 の看護 の発展 につなが る示唆が

得 られるであろう。

4.デ ー タ収 集方 法

 標本 に選 ばれ た患 者 ・看 護 師か ら調 査協 力へ の同意 が 得 られ た ら、研究 の 目的な ど

を説 明 し理解 して も らう。 そ して 、 匿名性 の保 証 と調 査 内容 の守 秘等 につ いて の説 明

を し、調査 協 力へ の依頼 を した。 同意 して いただ け た ら、患 者 には質 問紙 を用 いた半

構 成的 イ ンタ ビュー を実施 し、看 護師 へ は質問紙 を手渡 して 記述 回答 を して も らった。

また 、回答 に は十分 な時 間 を与 える こ とと した。

5.デ ー タ収 集期 間

調査 期 間は、 平成16年10月18日 ～12月1日 の約1ケ 月半で あ る。

6.デ ー タの分析 方法

 図5に 示 した本研 究 の概 念枠 組 み に沿 って 、調査 用 紙 の結果 を量的 お よび質 的 に分

析検 討 す る。 また 、患者 と看 護 師 のデ ー タ を合 わ せて 読み 取 りな が ら、 自己決 定 医療

の現状 と今後 の在 り方 につ いて も分 析す る。

7.倫 理 的配 慮

 本研 究 の実施 に関 して は調査 実施 病 院 の看 護 部 お よび調 査実 施病 院 の腎臓 内科診 療

部 長 よ り承 認 を得 た 。な お、研 究 への協 力 は個 別 に 「調査 協 力 の ご依頼 」(資 料1・II

参 照)に て主 旨 を説 明 し 「同意書 」(資 料III・IV参 照)を 用 いて 同意 を得た 。デー タ

の秘密 保持 を図 るため に、 協 力者氏 名 は質 問紙 に記入 せず 番 号 によ って管理 した。 今

回得 られ たデ ー タは本研 究 の み使用 す る もの と し、デ ー タ を使 用す る場合 も協 力者 の

身元 は伏せ個 人 が特 定 され な いよ うに した。得 られた 結果資料 は研究者 によって厳重 に

鍵 のかか るロッカー において管理 し、デー タ処理 された後 に、2005年3月 末 までにシュ レ

ッダーにか けて破棄す る。
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V.結 果 ・考 察

 調査結果は患者10名 、看護師8名 よ り回答が得 られた。各々の結果やそれ ら2つ の

デー タを対比させたものをもとに、本研究枠組みで もある 「治療 ・療養生活に関する

患者 の自己決定プロセス と影響要因(図5)」 に沿 って検討 し考察する。

1.自 己決 定 を支 え る看 護 師 の資質 へ の取 り組 み とそ の必 要性

 看 護 師へ の調 査か ら、 「患 者 の意 思決 定 を支 え る看 護 に必 要な もの」に対す る取 り組

み で は、 「価 値観 を押 し付 けな い」 「尊厳 を守 る」 といった 項 目が 高得 点 で あ り、表5

の 「患 者 の 自己 決定 を支 え るの に必 要な看 護 師 の資質 」 の 中か らは、 「表 現 ・行動 力」

を高め る取 り組 みが 最 も重視 されて い る ことが分 か った(表7)。 しか し、医学 や倫 理

学 の知 識 に関 して は、低 い結 果 とな っ た。

 以下8名 に よる回答 の結 果 と各 項 目の平 均値 を記 す 。

               看護師

項 目

A B C D E F G H

平均値

a.患 者 にあった方法で看護を展開する技術 3 4 4 3 4 4 2 5 3.625

b.看 護者の価値観を患者 に押 し付けない 3 5 4 x 3 4 4 5 4.0

c.患 者 の人 間 と して の尊厳 を守 る 3 5 4 x 4 4 4 5 4.14

d.人 を理解する分析 力や洞察力の磨 く 3 4 3 4 4 3 2 5 3.5

e.患 者 の心 理 的サ ポー トを行 う技術 3 4 2 4 4 3 2 5 3.375

f専 門職 としての自覚 を持つ 3 4 3 X 3 4 2 5 3.428

g.充 実 した カ ン フ ァレンス を運営 す る技術 3 1 4 X 2 3 2 5 2.857

h.先 を見 通す 力 3 3 3 3 4 3 2 5 3.25

i.症 状 を査定するための医学的知識 の勉強 3 4 3 3 3 4 2 5 3.375

j.感 受性や共感能力を高める 3 4 3 3 4 4 4 5 3.75

k.患 者の問題解決能力を引き出す技術 3 2 3 X X X 2 5 3.0

1.患 者 の 日常 生活 を整 えて い く技術 3 4 3 3 3 4 2 5 3.375

m.患 者 と家族の倫理 を尊重する勉強 3 3 2 2 2 3 4 5 3.0

n.家 族関係 を調整する技術 3 3 4 3 3 3 2 5 3.25

表6:患 者 の意思決定 を支える看護への取 り組みとその平均点

<5段 階スケール>5:非 常にそ う思 う 4:か な りそう思 う 3:ま あまあそ う思 う、

         2:あ ま り思わない 1:全 く思わな い  ×:無 回答

         [コ:高 得点

 これ を筆者が内容別 に整理 した、表5の 「患者の 自己決定 を支える看護師の資質」で

 平均点と順位 を出す と以下、表7の 通 りとなる。
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看護師に必要な資質 平均点

1.表 現 力 、行 動 力 4.2

2.対 象者や現象 を捉 える能 力 3.5

3.看 護師 の自覚 3.428

4.看 護学 の知識 、看護技術 3.247

5。 医学や倫理学 の知識 3.1875

表7:自 己決定 を支 える看護師に必要な資質への取 り組み

 「患 者 の 自己 決定 を支 え る看 護 師 の素質 」にあ る様 々な項 目の 中か ら、 「表現 ・行 動

力」 に最 も力 を入 れ て いる ことか ら、看護 師 は患 者 に とって 最 も身近な 立場 にあ り、

患者 の価 値観 や尊 厳 を大 切 に考 えて行 動 して いる ことが 伺 える。

 他 方 、「医学 や倫 理学 の知 識」 を深 め るた めの取 り組 み は最 も低 くな って いた 。野嶋

らによる先 行研 究 にお いて も、医 学や倫 理 学 の知 識 、 は 「今後 にお いて看 護 師 に必要

な要 素」 と して は低 く評価 され て いた。

 「自己 決定 が透 析導 入へ の姿 勢 に ど う関わ るか 」 につ いて は、 「治療 の継 続 のた め」

「時 間 を有効 活用 で き、落 ち着 いて 透 析導入 に臨め る」 「積極 的 に治 療 に取 り組 む こと

が で きる」 な どが挙 げ られ た。 しか し、他 方で は 「デ ー タ上(病 態 上)や らざる をえ

な い ので 、 自己 決 定 は あ ま り関係 な い」 「高齢 者 の 自己決 定 の尊 重 には程 遠 いのが 現

状」 とい った 現場 の声 も挙 げ られ て い る。

 これ らの結果 か ら、慢 性 疾患 で長期 に及ぶ 療養 生活 を余儀 な くされ る患 者 にとって 、

「自己決定 」が大 切で あ る こ とを約 半数 の看護 師 が認 識 し、 「自己 決定 が 出来 るよ うに

して い く」 ことの必 要性 につ いて も明 らか にな った 。 しか し、 各 々の看護 師 は 「自己

決定」 を支 え られ るよ う取 り組 んで は いるが 、実 際 には支 え きれ な い難 しい現実 が あ

る ことも分か った。例 えば 、尿毒 症 に よる強 い身体症 状 を抱 えた 患者 や 高齢 者、 嫌 々

で はあ るが透 析導 入 の決 断 をす る患者 な ども いるの が現実 で あ る。そ して 、 臨床 現場

でケ ア にあた って いる看護 師 は、「透析 を しな けれ ば死 を迎 える」 といった現 実 に直面

して いる患 者 と対 峙す る ので あ る。 この よ うな場 合 、 「必ず しも説 明す る こ とで 、`患

者 が納 得 を して 自己決 定が で き る'と うよ うな単純 な 状況 で はな い」 こ とは理 解 でき

るが、 だか らといって 嫌が る患 者や た め らう患 者 を無 視 し、 医療者 が考 える 「患者 に

と って 良 い こ と(生 命 を救 うため)だ か ら嫌が って いて も、や って も らう」 とい うこ

とで は決 して な い と考 え る。例 え 、医療 者 が考 える 「患 者 に とって良 い こと」 で あっ

た と して も、そ れ を受 け る患 者 の 了解や 納得 が 必要 で あ る。 身体 的 に苦 しんで い る患

者 や理解 力 ・判 断 力が低 下 した患 者 で あ った と して も、理解 して も らう努 力 を し、 了

解 を得 る こ とは必 須で あ る。言 い換 える と、このよ うな援 助 こそ 、 「患者 のた めの医療

で あ り、患者 の 自己決定 を支援す る ことにな る」 と考 え られ るか らで あ る。

 「患者 の 了解や 納得 を える こと」を前 提 として い る と ころ の新 生会 第一病 院32)で は、
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「患 者 自らの意 思で 治療 選 択が で き るよ うに、個 々人 の理 解 力 に合わ せて 、少 しずつ 、

繰 り返 し説明 して い る」 ことが報告 され て いる。

 例 え ば、Cr(ク レアチニン)3～4mg/d1の ときは治 療方 法 の概 略 が理解 で き るよ うに、

Cr 5～6mg/dlの とき はHD・CAPD・HHD・ 腎移 植そ れぞ れ の基 礎 的知識 を理解 し、

選択 のた めの準 備が で き る こ とを 目的 に教 育を して い る。 そ して、Cr 7～8mg/dlに

な った ら、治 療選 択 に必 要 な知 識 と適応 上 の 問題 を理解 し、 自分 の生活 ス タイ ル に合

わせ た選択 がで き るよ うに し、症状 の 出現 して いな い病気 の 早い段 階か ら説 明 をす る。

また 、導入 後 の教 育 につ いて も患 者 の 年齢 、 理解 度 、 基礎 疾 患 の種 類な どに よ り、4

種類 もの標 準的 な患 者教 育 カ リキ ュ ラム を用意 して いる。

 さ らに、透析 導入 を決意 した 後 も、事 後 の対 応 と して 、「その ま ま(継 続)で よ いか 、

患者 の意 向 を聞きな が ら常 に対応 して い く」こ とが 条件 とされて いる。つ ま り、 「実 際

にや って みな い と分か らな い こ とが あ る」 よ うに、 患者 自身 も一度 は決 心 して実 行 し

てみ た ものの 、や は り自分 の望 む もので はな か った という こと もあ り得 る こ とで あ り、

このよ うな患者 の気持 ち の 変化 や状 況 の変化 を的確 にアセ ス メ ン トして 、そ れ らに対

応 で き る こと こそ 、 患者 の 自己 決定 を支 える ケア の基礎 で あ る。

2.医 師 の説明 とそ れ らに対 す る患者 の理解 と納得

 患 者対 象者10人 全 員が 医師 か ら透析 導入 につ いて の 説明 を受 けた と回答 した。その

主な 方法 は全員 口頭 で あ った と述 べ 、 うち1人 だ けがパ ンフ レッ トを用 いて の説 明 を

受 けて いる。また 、10人 中3人 は易 しい言葉 で の説 明 を受 けた と認識 して い る。そ し

て、説 明の分 か りやす さにつ いて は、10人 中6人 が 「大 変 分か りやす い」 と回答 して

お り、そ の他1人 は 「か な り分 か りや す い」、3人 は 「まあ まあ分 か りや す い」 と回答

して い る。 このよ うに、患 者 自身 によ る 「分 か りやす さ」 の評価 はか な り高 い といえ

る(図6)。

                              全然理解でき
                      あまり理解できなかったO%   なかった0%

     あまり分か
      らない0%

細臨
い10%

図6:医 師 による説 明 の 分 か りや すさ(患 者)

かなり

きた

まあまあ理解

変よく理解

きた70%

図7医 師による説明の理解度(患者)

 しか し、 口頭 の説 明で は 、そ の場 で は分か ったつ も りで も忘 れて しまいや す く、後

で思 い返 す とき に参考 にな る ものが 手元 に何 も残 らな い こ とが懸 念 され る。

 分 か りに くい事へ の対 処方 法 と しては 、 「説明 の場 で 医師 に質問 をす る」が 最 も多 く、
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疑 問や確 認 は医師 や看護 師 に向 けて 率 直 に行 われ て い る。

 理 解度 に関 して は10人 中7人 が 「大 変 よ く理解 で き た」と回答 し、そ の他2人 も 「か

な り理解 で きた」1人 も 「まあ まあ理解 で きた」と高 い評価 で あ る(図7)。 説明 の 「分

か りやす さ」か ら 「理解 度 」 にお いて は、 いず れ の患 者 にお いて も、それ ぞれ の対 処

方法 によ って評価 を上 げて い る。つ ま り、 「ま あま あ分 か りや す い」 と して いた者 も、

理解 度 にお いて は 「か な り理 解 で きた」 また は 「大 変 よ く理解 で きた」 と して いる。

 … 方 、 「医師 によ る説 明を患 者が 理解 し納 得 して い る と思 うか」に対す る看護 師 の回

答 によ る と、全員 が 「ま あま あ～ あ ま り」 と し、そ の理 解 度や 納得 度 は患者 の回答 と

は対 照 的 に低 い結 果 で あ った(図8)0そ の理 由 として は、 「看 護 師 に何 度 も質 問 を し

て くる」 や 「透 析 に対す るイ メー ジが つ いて いな い」 といった 内容で あった。

然

%

全

0

あまり

33%

大変o%

かなり0%

まあまあ

 67%

図8:医 師による説明を患者が理解し納得していると思う

        か(看 護師)

 この ことか ら、患者 と看 護 師 の問 には求 め て いる レベル に差が あ る と考 え る。患 者

の方 は 、医師 か ら説 明 を十分 に 聞き 、十分 に理 解 した と思 って いて も、看 護師 と して

はそ の レベルで は十 分で はな い と感 じて いる。

 この差 を作 り出 して いる背 景 には 、医療 者側 と患 者 側 の要 因が あ る こ とが調 査か ら

分か った。看護師 の 回答 によ る と、医療者 側 の要因 と して は、 「医師 は全 て を説明 しな

い ことが多 い」 「専 門用語 や検 査 デー タ を用 いて説 明す る」とい った事 由で あ り、患 者

の理解 を妨 げる よ うな 情報 提供 の在 り方 を問題 と考 えて い る。 また、患 者側 の要 因 と

して は 、 「医師 に対 して質 問で きな い」 「高齢 者 な ど人任 せ ・医師任 せ の人 が いる」 な

どが 挙 げ られ てお り、患者 の 「説 明 の場で 医師 に質 問 をす る」 との 回答 とは大 きな 違

い とな って いる。これ は、看 護 師が 「疾病 の全体 像 」を見て 回答 して い るの に対 して 、

患 者 は部 分的 に しか捉 え て いな い こ とによ る差 違 で ある と考 え る。そ の他 、患 者 の責

任 とは いえな いが 、患 者 の理解 度 を妨 げて いる背 景 に 「尿 毒症 症 状が 強 く思 考 ・判 断

能 力の低 下」 とい った身体 的症 状が 影響 して いる こ とが明 らか とな った 。
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 このよ うな患 者一 看 護 師 問の差 違 を な くすた め に は、 まず説 明内容 をス タ ンダー ド

化 す る こ とが 必要 で あ る と考 え る。 例 え ば、患 者 に伝 え る最低 限 の 内容 を予 め決 め 、

そ れ らにつ いて患 者 に とって 分か りやす い言葉 で 説明 をす る方 法 を記 述 して お く。専

門用 語 を使 用 す るな らば、そ れ らにつ いて の分 か りや す い説 明(用 語 集 な ど)を 加 え

る こと も検 討 す る こ とが 必要 で あ ろ う。そ して 、通 常用 い る もの と高齢者 や 身体 的症

状な どで判 断 力が低 下 して い る患 者 に用 い る ものな どを分 け る必 要 が ある だ ろ う。

 例 えば 、情 報 の提 示方 法 を 口頭 のみ で はな く、パ ン フ レッ トの使 用 や ビデ オ を用 い

る な ど工夫 す る ことが大 切で あ る。 あ る一 定 の レベル まで 伝 えた 後 は、個 々の能 力 に

応 じて看 護 師 の判 断で追 加 説明 をす る ことも必要 で ある。宮下33)は 、 「図や写 真 、VTR、

模 型 、実 物 を利用 して説 明す る こ とは 、現 実感 を与 え、患 者 に理 解 されや す い。 具体

的 に は、テ キス ト(文 献)、 カセ ッ トテー プ、パ ンフ レ ッ ト、紙 芝居 な どを用 いて指導

す る ことは、 患者 に とって具 体 的で 直接 的 経験 に近 く、実 際 に患 者 の記憶 に残 る工夫

によ り、多 くの感覚 が 関与す る ことにな り、よ り能動 的で効 果 的 な学習 とな る。

 さ らに、 「医 師 に質 問で きな い」 「人任 せ ・医師任 せ の患者 」 に対 して は、看 護 師が

「あな た 自身(患 者)が 医 療 の主体 で あ る」 と常 に言 葉 と態度 で示 し、 「自分 の ことは

自分 で 」 とい う姿 勢 を喚 起 して い く必 要 が ある。

 患 者 の 疑 問 を看 護 者が 代弁 す る 、医師 の説 明時 に 「メモ を とって記 録 を残す 」 な ど

を指 導 して、患 者 の 自己 決定 へ の 自覚 を促 して い く。 足立34)は 、ICに お ける看護 師

の役 割 と して 、 「患 者 が 医 師 の説 明 を十 分 に理解 し、患 者 に とって 最 善 の 自律 的選 択

(自 己 決 定)が で きる よ うに、患 者 を支 える こと」 と して いる。 そ して 、そ の具体 的

行動 と して は、 「ICが 行 われ る席 に立 ち会 う こ と、患 者が 医師 か らの説 明 を どの よ う

に理解 したか につ いて確 認 し、必 要 な場 合 には、看 護 師か ら医師 に質 問 し、看 護 師が

患者 に対 して 補足 説 明 を行 うこ と、 患者 や そ の家族 が病 名 、病 状 、治 療方 法 にっ いて

どの よ うに受 け止 め た のか 、彼 らの心理 的 ダ メー ジの 程度 を観 察す る こ と、 またそ の

ダ メー ジか ら回復 す る よ うに手助 けす る こ と、 患者 の おか れた 状 況 を患者 自身 に正 し

く把 握 す る よ う働 きか け、病 気や けが の ある 自分 を受 け入 れ るよ うな新 しい価値 観 を

発見 す るよ うに導 く こと」な どを挙 げて いる。 このよ うに看 護 師 が具体 的 に行 動 に移

し、患 者 が主 体性 を持 って 自己 決定 で きる よ う支援 す る姿 勢 を持つ ことが重 要で あ る。

3.患 者一 看護 師相 互作 用

 看 護 師 へ の調査 か らは、 ほぼ全 員 が 「医 師 によ る説 明 に対 す る患 者 の理解 度や 納得

度 」 を判 断 して い る ことが分 か った 。看 護師 は主 に 「患 者 の表情 や 言葉 」 といった 直

に接 しな が ら得 られ る情 報 によ りアセス メ ン トを して い る。そ こで 患者 の理 解 に不 足

や誤 りが あ った場合 に看護 師 は 、「医師 と連i携 して再 度説 明す る」や 「看 護 師 と して 質

問 に答 え 説明す る」な どを行 う。 また、 この とき に看 護師 がす る ことのなか で、 「身体

的 苦痛 の除去 」や 「信頼 関係 を築 く」 とい った こ とも挙 げ られ て いた 。 これ らは、患
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者 が 自身 の置 かれ て いる状 況 を考 え るの を助 け、 相談 した い とき に看護 師 に相 談 で き

る環境 づ く りにつ なが って い る と考 え る。

 このよ うに、看 護 師 は患者 との相互 作 用 の 中か ら患 者 の状況 を情 報収 集 ・判 断 し、

必 要な 情報提 供 を行 って いる。そ の過程 で患 者 の質 問 に答 え、補足 説 明を行 って いる。

これ は患 者 の 「自律 」を促す 働 きか けで あ る と考 え られ る。足立35)は 、 自律 とは 「意

思 決定 を行 う際 に、他 者 か らの支 配 的な影 響 や適 切 に理 解 で きな いな どの障 害 がな い

状 況 にお いて 、決定 に対 して 理性 的 に理解 す る こ とがで き、意義 のあ る選 択 を意 図的

に行 う こと」 と定 義 して い る。

 哲 学者Kantは 、 人間 に は無条 件の価 値 が あ り、個 々の人 間 には 自分 自身の運 命 を

決定 す る能 力(自 己決 定能 力)が 備 わ って いる として いる。 そ して 、それ らが侵 害 さ

れ るよ うな ことが あれ ば 、「そ の人 自身が 定 める 目的 に反す るよ うな 目的 に従 って行 動

す る ことにな る」 と して いる。 つ ま り、人 間 の無 条件 の価 値 を侵 害す る ことにな る の

で ある。 また 、哲 学者Millは 、他 人へ の危 害 を防止 す る とい う例外 を除 き、誰 も行 為

の 自由を干渉 す べ きで はな い と述べ 、行 動す る際 に は他人 か らの 強制や 干渉 を受 けな

い ことが そ の人 の 自律 を保 障す る と して いる。 この2つ の要素 は 、 自律 尊重 に哲 学 的

な意 味 を与 え、 人間 関係 を構 築す る際 に欠 かせ な い もの とな って いる。 そ して 、 自律

尊 重 は人 間 関係 を築 く場 合 の倫理 原則 とな り、患 者一 医療者 関係 を構築 す る場合 に も

適 用 され る と考 え る。足立36)は 、 「看 護師 が 自律尊 重 を行 うこ とは、患者 の 自己決 定能

力 を尊 重す る こ とで あ り、 また患 者 が治 療方 法 を選 択す る行 為 に際 して 、患 者 の 自由

が 保 障 され、 自律 能 力 を発 揮 で き るよ うな状 況 を確保 す る よ うに努 め る こ と」 と結論

付 けて いる。 この 自律 の原 則 に裏打 ち され た医 療実 践がICで あ り、 ICを 通 した 患者

の 自己 決定 を促 すた め の患 者一 医療 者 関係 が必 要で あ る。

4.セ カ ン ド ・オ ピニオ ン

 「セ カ ン ド ・オ ピニオ ン」 に関 して は10人 中9人 が 「何 か分 か らな い、知 らな い」

とい った 回答 で あった 。 また 、セ カ ン ド ・オ ピニ オ ン につ いて説 明 を して も 「そ の必

要 はな い」 と回答 され た患 者が 多か った。 そ の理 由 に 「医師 を信頼 して いる」 や 「医

師 の説 明 に納 得 して いる」 といった こ とが挙 げ られ た 。セ カ ン ド ・オ ピニ オ ンを知 っ

て いた1人 に関 して も、 「20年 間の付 き合 いのた め 医師 を信頼 して いる」 とい う回答

で あ った。 いず れ に して も、医 師 との信 頼 関係 を重 視 しセ カ ン ド ・オ ピニ オ ンを求 め

な い患 者 が依 然 と して多 いのが現 実 で ある こ とが分 か った 。

 で は、患者 は医師 の何 を信 頼 して い るの だ ろ うか 。そ れ は、診 療 にお け る医師 の判

断で あろ う。だ が、 この医師 の判 断能 力を客 観 的 に示せ る もの は、現 段 階 にお いて 日

本で は特 にな い。米 国 のよ うに、医 師個 人 の実績 や実 力 を客 観 的 に示 す評 価 な どが公

表 され て いな いか らで ある。 しか し、患者 は医 師 を信 頼 して いる と答 える。 これ は ま

さに、 医師 と患者 の 関係 が対 等で は な く、 医師 の方 が 上位 に立 って い る ことを患 者 自
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身が 認 めて いる こ とを示 して い る と考 える。

 さ らに、セ カ ン ド ・オ ピニ オ ンが 「何 で あ るか 分か らな い ・知 らな い」 と回答 した

患 者 が9割 とい うこ とは、社 会 の なか で未 だ 「セ カ ン ド ・オ ピニ オ ン」 の概念 が浸 透

して いな い ことを裏付 け る もの と もいえ る。セ カ ン ド ・オ ピニオ ンは、 医師 を信頼 し

て いな いか ら求 め る もの で はな く、 「冷 静 に 自身 の学 習 の機 会 と して 他 の専 門家 の意

見 も聞 く」 とい う発想 で あるべ き だ と考 える。 しか し、 この発 想 がな い限 り 「医師 を

信頼 して いる」 と答 え る多 くの人 に、セ カ ン ド ・オ ピニ オ ンを浸透 させ るの は難 しい

だ ろ う。 今後 、看 護師 は患 者 の 知 る権利 ・選 択 す る権 利 を含 めた 「患者 の権 利 」 につ

いて 共 に考 え、患 者 の 「気 づ き」 を促 し、患 者 の 自己決 定 能 力の発 揮 を支 えな くて は

な らな い と考 える。

5.自 分(患 者)に とって の意 味づ け と決 定 プ ロセ ス の満 足度

 「自分 の病気や 治 療 につ いて知 る ことの意 味」に関 して は患者10人 中4人 が 「大変

意 味 が ある」 と捉 えてお り、Ajzen&Fishbein,1972に よる 「あ る行 為 に対す る態度 」

で はいず れ の項 目にお いて も、 「か し こい」 「よ い」 「有 益 な」 「報 いの ある」 と回答 さ

れ た 。そ の理 由に 「知 る こ とによ って、受 け入 れ る こ とがで きる」 「積極 的 に勉強 した

り して関わ れ る」 「最初 は落 ち込 ん だが 、決 め られ た枠 の中で 人生 を楽 しも うと考 え ら

れ るよ うにな った」 「自分 の こ とと して知 る ことは大 切 」とい った回答 が得 られ た。そ

して 、 この4人 は決 定 プ ロセ ス につ いて は 「大 変満 足 」 と評価 して い る ことか ら、 「情

報 をいか に 自分 に とって意 味付 ける ことが で き るかが 重 要」 で ある ことが 示唆 され て

いる と考 え る。 そ の他 の患 者6人 は 、 この こ とにつ いて特 に考 えた こと もなか ったよ

うで 、回答が 得 られな か った。

 医師 や看 護師 か ら必要 な 情報 を得た 患者 は、選択 ・決定 の前 に 自分 に とって の意 味

づ け を行 う。そ して 、 この とき重 要 とな るのが 「自分 の希 望や 思 い」 を患者 が 医療 者

に伝 える ことで ある。10人 中4人 は 「伝 え られ た」 と答 え、そ の 内容 は 「尿 毒症 症 状

が辛 いため早 く透析 して ほ しい」 「透析 拒否 」な どで ある。

 「透 析拒否 」 を主 張 され た方 は、最終 的 に透 析導 入 とな った た めか 、決定 プ ロセ ス

に関 しては 「か な り満 足」 と 「ま あまあ満 足」 と回答 され て いる。 これ には、 「希 望や

思 い は伝 えたが 叶わ なか った」 とい う思 いが ある と考 え られ る。 この よ うな患 者 に対

して は 、導入後 の フォ ロー な どで心 理面 を支援 して い くこ とが課 題 として考 え られ る。

そ の他4人 は 「伝 えた い こ とは特 になか った」、2人 は 「伝 え た い ことはあ ったが 、伝

えな か った」 と回答 され た(図9)。
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図9:希 望や思いを医療者に伝えたか(患 者)

 「伝 えた い ことは あった が 、伝 えな か った」 患者 の場 合 、個 人の性格 も考 え られ る

が 、言い出せ な い環 境が あ った こと も十分 に考 え られ る。伝 えな い理 由の 中 には、r贅

沢 は言 って も叶わ な いので 言わ な い』 といった 回答が あ った。 これ は 、『透 析 によ って

命 は助 けて も らうが、生活 の質 を保 障 して も らう ことは不 可能(贅 沢な 望み)』 と患者

自身が感 じて いる よ うに も読み とれ る。つ ま り、救命 以 外 の ことは、 た とえ望 んで い

た と して も贅沢 な望 み で あ るた め 叶わ な い と諦 め て い る こ とが 考 え られ 、 「患 者 の た

め の医療 」 の視点 か らは課題 のひ とつで あ る といえ る。

6.治 療 方法 の決定 とそ れ まで の時 間お よび満 足度

 患 者10人 中8人 が 「医 師 によ って治 療方 法は 決め られ た」と回答 して い る。イ ンタ

ビュー 時 の患 者 の話 し方 か らも、迷 いはな く即 答で あ り、 医師 が決 め るのが 「む しろ

当然 」で あ り、 自分 で決 め る意 識 は低 い こ とが感 じられ た。 この ことは、 「患 者が 自己

決定 をす る」 といった 医療 か ら程遠 い とい う現 状 を映 し出 して いる とも考 え られ る。

「治 療方 針 は 医師が 決め る もの で あ り、患者 はそれ に従 う」 とい った従 来 のパ ターナ

リズムが 未だ健 在 であ る と考 え られ る。

 しか し、慢 性疾 患患 者 に お いて は 自己 コ ン トロール や セル フケ アがそ の療養 生活 に

お いて は欠かせ な い。 この よ うな場合 、「自己決定 」を して 自身で 決め た療養 生活 をす

る ことが 患者 の 「生 き る こと」そ の もので ある ため重 要 とな る。 つ ま り、例 えそれ が

制限 の多 い ・厳 しい 「透 析療 法」 で あ った として も、 「自己決定 」す る ことに よって 、

そ の継続 や 予後 に本 人 の意 思 が大 き く影 響す る ことが考 え られ るか らで あ る。

 次 に、決定 プ ロセ ス に対 す る満 足度 をみ る と、 「医師 が治 療方 針 を決 めた」 とす る、

8人 中6人 はそ の決 定 プ ロセ ス に 「大 変満足 」 して い る(図10)。
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図10:決 定プロセスに対する満足度(患 者)

これ は、 医師 によ って決 め られ た内容 よ りも、む しろ 「決 めて も らう こと」 自体 に満

足感 を覚 えて いる よ うに思 え る。つ ま り、どの よ うな方法 で あれ 「信頼 して い る医師」

によ る治療 方針 の決定 は、患 者 に とって は 「納 得 の行 く満 足 な こ と」 の よ うで あ る。

医 師 の 「判 断 を疑 わず 、 説 明 され た 内容 に疑 問 を持 たず 」 に納 得 して い る この一連 の

流れ は、 日本 人 に多 い と いわ れ る 「医 師任 せ」 の患 者像 の表 われ で ある と考 え る。

 さ らに 、ほ ぼ全 員が 「医師 によ って治 療方 針 を決 め られ た」 とい う ことは、 医師 か

ら患 者 に対 して 「選 択 肢 が提 示 され なか っ た」 こ とを意 味 して い る と考 え る。 医療 の

中で 「患 者 の 自己 決定 」 を支 え る こ とは、選 択 肢 の提示 を大 前 提 として いる。そ の提

示 な しに は、患 者 自身が 「最 も良 い」 と思 うもの を選 び 、 決定す る こ とす らで きな い

の で ある。 これ は、大 き な 問題 で あ る と考 え る。例 え、 そ の患者 に とってベ ス トな選

択が 「血液 透 析」 で あった として も、そ の他 の治療 方法 と してCAPDや 腎移植 な どが

あ る こ とを患 者 に情 報 と して提 示す る こ とは重要 で あ る。そ の 中か ら、患 者 は メ リッ

ト ・デ メ リッ トにつ いて 説明 を受 け、考 え、 自身の価 値 観や ライ フス タイル と照 らし

合わ せな が ら自己 決定 して い くこ とがで きるの で ある。

 「決 定 まで の時 間」に関 して は、それ ぞれ の病 状 に よ り個 人差 は あるが10人 中7人

が シャ ン ト造 設 まで1年 以 上 あ った と回答 して いる。 しか し、 これ をr長 い』 と感 じ

るか 『短 い』 と感 じるか は個 人 によ って 差が み られ た。

 一般的 に、決定 まで の時 間が 長 けれ ば長 い ほ ど、患 者 の決 定 プ ロセ スへ の満 足度 は

高 いよ うで ある。透析導 入 まで20年 以 上 時 間が あ った患者 は 、それ まで に大好 きな旅

行 を思 う存分 楽 しみ 、大 変満 足 され て いた 。 また 、透 析 に対す る覚悟 もで きて お り、

透 析 に対 して 非常 に前 向 きで あ った 。逆 に、時 間 が短 い ほ ど、 また は個 人 がr十 分 で

はな い』 と感 じる時 間 内で の決定 に関 して は満 足度 が 低 い。 これ は、患 者 の 中で提 供

され た情 報や 透析 につ いて の意 味づ けが で きて いな いた めだ と考 え られ る。時 間 の流

れ は 人 によ って感 じ方 に差 が あるた め、 「決 定 まで の時 間」に関 して は、何 を持 って 十

分 とす るか を判 断す る ことは難 しい。 しか し、十分 に時 間 を与え 、本 人が 自身 に とっ
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て の意 味づ け を じっ く りで きる だけ の時間 は必 要で あ る とい える。そ して 、そ れ を 「見

極 め る能 力」 が 医療者 に必 要 な技術 の-一つ で ある と考 える。

 「決定 プ ロセ ス」 に対 して 「大変満 足」 と答 えな か った者 が10人 中4人 い る。2人

は 「か な り満足 」 と同答 してお り、そ の理 由 と して 「透析 拒 否 して いた が 、 自覚 症状

が 強 く仕 方な く導 入 を決意 」 「自覚症 状 が あ り、Crの 数値 を 聞いて 諦 めた」 とい った

プ ロセ ス を経 て いる。この2人 は、透析 につ いて はなか な か前 向き になれ なか った が、

自覚 症状 が辛 か ったた め導 入 を決意 して い る。

 このよ うに、患 者 の決 定 プ ロセ ス に対 す る満 足度 は 、本 人 の 自覚 症状 な どを含 め た

身体 的 な状況 も大 き く影 響 して いる ことが 考 え られ る。また 、 「まあま あ満足」 と答 え

た2人 に関 して も 「透 析拒 否 を して いた 」 「2日 間 で導入 を決めな くて は いけな い緊急

事態 だ った」 とい う特 徴 が ある 。 この よ うな 結果 か ら見 る と、 自分 の意 思通 りにな ら

なか った患 者 につ いて は満足 度 が低 い こ とが分 か る。

7.患 者 の 自己 決定

 「治療方 針 が 医師 によ って 決 め られ た」8人 中7人 は 「自己決 定」 に関 して は 「大

変 十 分 にで きた」 と高い評 価 を して いる(図11)。 医師 に よる決 定が 、最 終的 に は 自

分 自身 によ る納 得 の も とで の 決定 で あるた め 、それ を信 じて 治療 に取 り組 んで い る と

考 え られ る。も う1人 は医師 によ って決 め られた た め、 「自己決定 」に関 して は 「か な

りで きた としか 評価 で き な い」 と回答 された 。 この患 者 は様 々な情 報か ら、『医師 の意

見 に従 う ことが よ い』 と思 い最 終 的 には決 めた が 、 自己決 定が で きた とは思 えな いよ

うで ある。 そ の他 、医師 の勧 め家族 の希 望 によ って 透析 導 入 を決意 され た方 も 「自己

決 定」 は 「かな りで きた」 と回答 され た。透 析 導入 まで2日 しかな か った緊急 事態 で

の導入患 者 は 「あ ま り十 分 に はで きなか った」 と回答 され た。 このよ うに、 自分以 外

の人 によ る決定 や 、自分 が決定 にあ ま り関 われ なか った体 験 を持つ 患者 の 「自己決定 」

に対 す る評価 は低か った。

    全然十分ではまあまあ十分

     ない0% 0%

 あまり十分で
 はない10%脚a

図11自 己決定は十分にできたか(患 者)

看 護師 に対 す る調査 で は、 「自己決定 を支 え る関わ りが で きて いるか」に関 して、回
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答 が得 られ た7人 中7人 と もが 「まあ まあ～ あ ま り」 と低 い評価 で あ った(図12)。

そ の理 由 として は、 「短 期 入院 とな り難 しい(ゆ っ く り関 わ る時 間が減 って い る、他 に

も看護 師 と して の業務 が た くさん あ る)」 「外 来患 者 数 の増加 、診 療時 間 も短 い中で 支

え るの は難 しい」 が挙 げ られ た 。 このよ うに、 限 られ た時 間 の 中で ケアす る看 護師 に

と って は 、「患 者 の 自己決定 を支 え る ことは難 しい」のが 現状 の よ うで あ り、優 先順位

も低 くな って いる。しか し、で き る限 り患 者 との信頼 関係 を築 く努 力は され てお り、「患

者 自身が 治療 法 を選 択 す るべ き で あ る」 こ とに関 して は説 明 して い る との ことで あっ

た 。 このよ うに、 こ こで も患 者 と看 護師 との間 に評価 の差 が 見 られ た。 つ ま り、患者

は 自己決定 が で きた と感 じて い る方 が多 か った が、多 くの看 護 師 は 「そ れ を支 る こ と

が で きて いな い」 と感 じて いるの で ある。そ の他 、 「何 を もって 自己 決定 を支 え られた

か は まだ 分か らな い」 とい った 回答 もあ り、患 者 の 自己決 定 を看 護 師が 評価 す る こ と

に難 しい一 面 もある ことが 分 か った。

全然できてい

 ない0%

あまりできて
いない29%

大変できてい

 る0%

 かなりできて

 いる0%

まあまあでき

ている71X

          図12:自 己決定を支える関わりができているか

                 (看護師)

 「さ らに 自己 決定 を支 え るた めの看 護 シス テムや看 護 師 の役割 」につ いて は、 「十分

な 情 報 提供 、 情 報 を得 る場 の調 整 」 「患 者 の考 え の把 握 や 迷 い に対す る助 言 や支 え」

「治 療 計画 につ いて十 分 理解 で きる よ う関 わ る」 といった 回答 が 得 られ た。 しか し、

現実 は多 忙な ため 十分 に関 わ る こ とがで きず 、 「看 護 師 人数 の増員 」といった希望 もあ

った 。また 、 「シス テムや 役割 で はな く 『人』 として の感性 や優 しさ」が今 医療 に求 め

られ て い る といった意 見 もあ った。 この こ とか ら、 忙 しい 業務 の 中で も患者 と向 き合

う時 間 を持つ こ とや 、現 状 を改 善 して い く必 要性 をそ れ ぞれ の看 護 師が感 じて いる こ

とが 分か った。 また 、 これ らは看 護 師が 「自己 決定」 を支 え る大 切 さを感 じて いる こ

とを裏 付 け るもので あ る と考 え る。
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VI.結 論

 患 者 が 、医 師か ら 「どの よ うな 説 明 を受 け、そ れ らを どの よ うに理解 し納 得 して い

るか」が 自己決定 に至 るまで の プロセ ス にお いて大 切で あ る ことを論 じて きた 。また 、

看護 師 を含 め た 「医療 者 は、患 者 に とって最 も望 ま しい治療 ・療 養 法 の選択 や 決定 に

至 る まで の 自己 決定 プ ロセス を支 え る こ とが重 要な 役割 で ある」と結 果 か らいえよ う。

 患 者 は医師 によ る説明 を 「大 変 分か りや す い(80%)」 と し、そ の説 明 に対す る理解

度 は 「大 変 よ く理解 で きた(70%)」 と高 い評 価 を して いた。 しか し、 「医 師 によ る説

明 を 、患 者 が理 解 し納得 して い る と思 うか」 に対 して 看護 師 は、 「まあ ま あ～ あ ま り

(100%)」 と回答 した。 そ の理 由 と して 、 「医 師 は全 て を説 明 しな い こ とが多 い」 「専

門用 語 や検 査 デー タ を用 いて説 明 す る」 な どが挙 げ られ た。 患者 自身 によ る評価 と看

護 師 によ る評価 は対 照 的 な結果 とな った 。つ ま り、看 護 師が 患者 に期 待 した い 「疾患

や 治療方 針 の 説明 」 に関す る理 解度 は、患 者 が考 えて いる レベル 以 上 の 「現 実 に起 き

て い る こ との事 実 を見 極 め る」 ことを求 めて い る ことが分 か った。 この こ とか ら、 ど

のよ うな状 態 の患者 に対 して も、 よ く理解 して も らえ るよ うな 「説 明 内容 のス タ ンダ

ー ド化や 情 報 の提供方 法 の工夫 が必 要 で ある」 こ とが示 唆 されて い る と考 え る。

 患 者 と看護 師 の関 係 にお いて は、看 護 師 は必ず 患者 の理解 度 を 「患 者 の表情 や言 葉」

な どか らアセ ス メ ン トして いる こ とが 分 か った。 そ して 、そ の 中で 、看護 師 と して補

足 説 明 を行 う、 ある いは 医師へ 再度 説 明 の必 要性 につ いて連 絡 を して いる。 また 、看

護 師 は患者 の 身体 的苦痛 の除去 や 信頼 関係 を築 き、患 者 が 自身 の こ とを安 心 して考 え

る こ とがで きる よ うな環 境 づ く りに も配慮 して い る。 この よ うな 看護 師 の行 動 は、患

者 の 「自律」 を促 し、患者 の 自己決 定 能 力を発揮 させ る ことに繋 が る と考 え る。

 セカ ン ド ・オ ピニ オ ンにつ いて は、多 くの患者 は(1人 を除 いて)「 何 で あるか 分か

らな い ・知 らな い」 とい った 回答で あ った。 また、そ の内容 を簡 単 に説明 して も、 「医

師 を信 頼 して い る、説 明 に納得 して い るた め必要 な い」 と答 えて いる。患 者 主体 の医

療 が広 く社 会 的 に も広 ま り始 めて い る 中、未 だ 医師 との 「信 頼 関係」 を重 視 し、 セカ

ン ド ・オ ピニ オ ンにつ いて 考 えな い患 者が 多 い ことが 分か った。 これ は、医 師 と患 者

の関係 が対等 で はな く、『医師 の方 が 上位 に立 って い る』 ことを患者 自身が意 識 にの ば

らせな い中で認 めて い るためで ある と考 える。

 調査 を実 施 した患 者10人 中4人 は 「病 気 につ いて知 る こと」 を、 「受 け入 れ る こと

が で き る」 「積 極 的 に関われ る」 「知 る ことは大 切」と述べ 、そ の必 要性 を感 じて いた。

そ して、 得 られた 情報 を もとに 自分 に とって の意 味づ けを して いた。 この時 に重 要 と

な るの は、 「患 者が 医療者 に 自由に 自分 の思 いや 希 望 を伝 え られ たか」 で ある。4人 は

「伝 え られ た」 と答 え、そ の他4人 は 「伝 えた い ことは特 になか った」、2人 は 「伝 え

た い ことは あったが 、伝 えな か った」 と回答 した。 この2人 に関 して は、伝 えて も希

望 は叶わ な い と初 めか ら諦 め て いる ことが考 え られ 、 「患者 のた め の医療 」の視点 か ら

36



み る と、今 後 の課題 の!つ で ある と考 え る。

 「治 療方 法 の決定 」に関 して は、患者10人 中8人 が 「医師 が 治療方 法 を決 めた」 と

回答 して い る。 これ は、 同時 に 『患者 へ の選 択肢 の提示 が なか った 』 ことを意 味 して

い る と考 え られ る。 『選択 肢 の提 示』の 中か ら 『選 ぶ 』 とい う ことは、 自己 決定 をす る

上で必 要 な プロセ スで ある ため 、 この提示 な しに は 自己 決定 す る こ とは困難 とな る。

 このよ うな決 定 プ ロセ ス にお いて も、そ の うち の6人 は 「大変 満足」 して いる と回

答 して い る こ とか ら、医師 によ って決 め られた 内容 よ りも、『決 めて も らう こと』 自体

に価値 を置 き、満 足 して いるよ うに考 え られ る。 この よ うな こ とか ら、 医師 の判 断 を

疑 わず 、 説明 され た 内容 にも疑 問 を持 たず 、 日本 人特 有 の 「医 師任 せ」 といわれ る患

者 が未 だ に多 いのが 実状 と考 え る。 この よ うな患 者8人 中7人 は、次 の 「自己 決定」

につ いて の質 問 にお いて も 「大変 十 分 にで きた」 と高 い評価 を して い る。 これ は、決

定 プロセ ス に満 足 して い るため 、「医師 によ る決 定」で あ って も最 終的 に は 自分 で納得

して いるた め 自己決 定で きた と評価 した と考 える。

 「自己 決定 を支 え る看 護」 につ いて、看 護 師 は全員 「まあ まあ～ あ ま りで きて いな

い」 とい う回答 で あった 。そ の 要因 と して は、 「短期 入 院 で は難 しい」 「外 来患 者 数 の

増 加」 「短 い診 療時 間 で は難 しい」な どが挙 げ られ た。限 られ た時 間の 中で患 者 と接す

る看護 師 に とって 、 自己 決定 を支 え る ことは現 実 的 に は難 しく、そ の他 の業務 で 追わ

れ るため優 先順 位 も低 くな って しま うよ うで あ る。患 者 の説 明 に対す る理解 度 と同様

に、 ここで も患 者 と看護 師 の間 に評価 の差 が見 られ た。

 「自己 決定 を支 え るた め の看 護師 システムや 看護 師 の役 割」につ いて は、 「十分 な情

報 提供 、情 報 を得 る場 の 調整 」 「患者 の考 えの把 握や 迷 いに対す る助 言 や支 え」 「治療

計 画 につ いて十 分 理解 で き るよ う関わ る」 とい った 回答 内容 で あ った。 この ことか ら

「自己 決定 を支 える ことの必 要性 ・重 要性 を看 護 師 は認 識 して い る」 こ とが考 え られ

る。また、 自己 決定 を支 え るた め には、「患者 に十 分 な情 報提 供 をす る ことが大 切 で あ

る」 こと も裏付 け られた 。 さ らに現 状で は、 「患 者 が情 報 を理解 し、 自分 に とって の意

味 づ けを しなが ら、主体 的 に取 りくめ る」た め には、 「看護 師が 患者 の 自己決定 プ ロセ

ス を援 助す る ことの必要性 」 が高 い とい えよ う。

 最後 に 、我が 国 の 自己決 定 医療 の今 後 の あ り方 につ いて 、本研 究 を通 して今後 の方

向性 につ いて考 え る。本研 究結 果 よ り、患者 と医療者 の 間で の認識 の差 が2箇 所 明 ら

か とな った 。1つ は、医 師 によ って提 供 され る 「情報 の理 解」 と、 も う1つ は 「自己

決定 」 に関す る こ とで ある。一 見 、患者 自身 は 『情 報 をよ く理解 し、自己決定 で きた』

と述べ て いるた め何 も問題 がな いよ うに見 え るが 、 これ は 「真 の 自己 決定 医療 で はな

い」 と考 え る。

 欧米 では 、Mayo Medical Centerで の事例 で紹 介 した が、患 者が 正 しい情報 を得 る

機会 が豊 富 で あ り、そ れ らを理 解 で きる よ うにす る工 夫が 随所 で見 られ る。 また 、患

者 の権利 意識 も高 いため 、「患 者 の権 利 法」や病 院 シス テ ム によってそ の権 利が 守 られ
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る体 制 も整 って い る。そ の他 に も米 国 にお いて は、患 者 が 自身 の受 け る医療 に積極 的

にな る理 由を挙 げ られ る。 この よ うな 中で 、患者 は 「情報 」 を得 て 、 自ず 「と自己決

定」 へ の動機付 けが され 、積 極的 かつ 主体 的 に患 者 自身 の治療 に関わ るので あ る。

 他 方 、看 護 職 の側 で も様 々な立 場か ら患 者 と接 し ・情報 を提供 し、理解 で きな い場

合 には、詳 しく質 問で き る患 者教 育部 門や カ ウ ンセ リングや コ ンサル テー シ ョンな ど

を紹 介 し、 「患 者が よ く理解 ・納 得 し」、 「自己 決定」が で きる よ うに、それ を支 え る シ

ステ ムが整 って い る。

 わ が国 にお いて は、 「患 者 の情 報 の理解 度」 の結 果 か らみ る と、 「情報 提供 の あ り方

の工 夫」 が もっ と必 要 で あ る と考 え る。 もち ろん 、提 供 され た情報 を患 者 自身が どの

よ うに 自分 のた め に利 用す るか は 自由であ り、全 く利 用 しな いの も個 人 の選択 で あ り、

自由で あ る。おそ らく、米 国の患 者 の 中に も このよ うな タイ プの患 者 もい るで あろ う。

しか し、本研究 結果 か らみ る と、わ が 国の多 くの患 者 の 「理解 度」や 「自己 決定 」は、

必 ず しも 「真 の 自己決 定で はな い ので はな いか」 と考 え られ る。

 現在 の 医療 シス テム では 、洋 の東 西 を問わ ず 、長期 にわた る療 養 法が必 要 な場合 が

多 く、患者 が 自らそ れ を実践 して い く ことが必要 で あ る こ と、お よび患者 の権 利意 識

の高 ま りな どか ら、 「患者 の 自己決 定」は重要 な用 件 の1つ にな って きて いる といえよ

う。そ のた め 、わが 国で は今 後 は と くに 「患 者 の 自己決定 を支 え る取 りくみ」 が よ り

一 層必 要で ある と考 える。

 未だ 「医 師任せ 」 な患 者が 多 いわ が 国の現 状で は 、患者 自身が 変わ る ことが 先決 で

あるが 、現状 で は難 しいた め、専 門職 と して 医療 者が 主導 権 を と って患者 を 「自己 決

定 医療 」 に導 くことが必 要で あろ う。そ のた め には 、患者 は 「本 当に理解 して い るの

か 」な ど認識 の差 を埋 め る努 力や 、患 者 と課題 を共有 し、患者 と医療 者が 自由に対等

に話 し合 える 「パ ー トナ ー シ ップ」 の関係 を作 る こ とによ って、患 者 の主体 性 が導 か

れ て くる と考 え る。つ ま り、患者 の 自律 を促 し、 「自己 決定 とは何 か」 を患 者 と共 に考

え始 め る こ とで 、患者 の 自己 決定 に対 す る意識 と認識 は深 まって くる といえよ う。 こ

れ らの取 りくみ によ って 、現 在 の患者 の 『自己決定 』を、 「真 の姿 」に成長 させ てい く

こ とがで き る と考 える。

VII.本 研 究 の限界 と今 後 の課 題

 本研 究で は10名 の患 者 と10名 の看護 師 にのみ調 査 を依頼 した 。そ のた め、標本 数

の少 な さか ら、 ここで 得 られ たデ ー タを一 般化 して考 え るに は限界 が ある。 また 、研

究 対 象 を透析 導入1年 未満 の患 者 と した ことによ り、疾 患や 治療 の全過程 にお いて 同

様 の ことが いえる とは限 らな い。さ らに、慢 性 腎不全 で透 析導 入 を決断 され た方 々は、
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今 現 在置 かれ て い る健 康 レベ ル よ りは、 透 析治 療 によ って状 態 が改 善す る可能性 がか

な り期待 で き る方 々 で ある。 他方 、 治療 を受 けて も予後 が不確 かで あ る、 ある いは悪

化 す る よ うな病 態 を もつ患 者 は 、調査 に伴 う患 者へ の負 担 の面(倫 理 的 な配慮)か ら、

除 いて あ り、必 ず しも患者 の全体像 を反映 す る もの にはな って いな い。

 「自己 決定 」 を重視 す る理 由 は、 決定 した本 人が 「決定 に基 づ く結 果」 に対 す る責

任 を引 き受 ける ことを内蔵 して い るか らで もある。そ のた め、病 態が 不安 定で ある、

あ るい は予 後が よ くな い ことが予測 され るよ うな患者 に とって、 「自己決定 」は 「人生

の歩 み方」 の選択 を意味す る こ とで もあ り、重 要で な る。

 上 記 のよ うな観点 か ら、今後 の研 究 課題 として は 、病態 が不 安 定で あ る、 ある いは

予 後 がよ くな い ことが 予測 され るよ うな患 者 に対 して も、 どの よ うに情報 を提 供 し、

どの よ う に 「自己 決定 」 を支 え る援 助 をす べ きか につ いて 、過 去 の事 例分析 や 、 ある

い はケ ア を実践 しなが ら方 法 を工 夫 して 、研究 して い く ことが 必 要で あ る と考 え る。

そ れ に よ って 、状 態が 良 くな い、 あ るい は状態 の悪化 が予 測 され る患者 も含 め る こ と

が で き るよ うにな り、よ り現実 を反映 した 「患 者 の 自己決定 」 に関す る正確 な研 究結

果 が得 られ る と考 える。
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った患 者 の主治 医 、な らび に責任 者 の方 々 の ご支援 に深 く感 謝 申 し上 げます。 さ らに

MAYO CLINIC(Mayo Medical Center)で の研 修 を許可 し、多 大 な ご支援 を下 さった

教育 ス ペ シャ リス トのMs.Sandy Leinonen(RN)に 深 く感謝 申 し上 げ ます 。

 尚、この研究は2004年 度の 「青田与志子記念慶應 義塾大学看護医療学部教育研究奨

励基金」の助成を受 けて研究 したものです。
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X.添 付資料

資料1 調査協力のご依頼(患 者 さん用)

調査協力のご依頼

 私 は、慶応 義塾 大学 看護 医 療学 部4年 の 門元 記 子(か ど もと の りこ)と 申し

ます 。この度 、「医療 現場 の中で 、診 療 に関す る医師 や看 護 師の説 明 は どの よ う

に行 われ て いるか 、 また 、そ れ らの説明 に よ って患者 の皆様方 は十分 に理解 を

した 上で 治療や 療 義法 の選 択 ・決 定 を されて い るか 、納 得 した入 院 生活 を され

て い るか 等」 につ いて 実 態調 査 を企 画 しま した 。今後 の医療 の あ り方 につ いて

研 究 したい と考 え ま して 、 ご負担 をおか けす る と思 い ます が 、以 下 に示 す調 査

の趣 旨 を ご理解 いた だ き、 ご協 力 くだ さい ます よ うお願 い 申 し上 げ ます 。

 医療 を取 り巻 く社 会 で は、 世界 の 動向 と して 「患者 さん 自 らが正 しい情報 を

持 ち、治療方 法な どを選択 ・決 定す る よ うに」とい う、 「患者 さんが 医療 に主 体

的 に参 加 す る」 ことが 謳 われ るよ うにな りま した。 しか し、実 際 は ど うで しょ

うか 。 この調査 で は、 まず 「患者 さんの 自己 決定 を支 え る 医療」 の現状 をまず

調 べ 、米 国で報 告 され て い る ことを参 考 に分析 し、今 後 の 医療 のあ り方 を検 討

した い と考 えて い ます 。 そ して 、 日本 にお ける よ り良 い方 法 を看護 の視 点 か ら

考 えて い く ことを通 して 、患 者 の皆様 が十 分 に理解 ・納得 されて 、 ご自分 の治

療 や療 養法 を選択 ・決 定 で き るよ うにな る ことに貢献 した い と考 えて います。

 また、この調査 は患 者様 ご自身 によ る質 問紙 へ の記入 と、 「医師 によって治 療

方 法 が どのよ う説 明 され たか 」 につ いて研 究者 で あ る私(門 元)が 、診 療記 録

(カル テ)を 閲覧 させ て も らい記 入す る構 成 にな って います 。そ のた め、 あな

たの診 療記 録 の 中か ら 「医師 に よる説 明 の部分 」 を閲覧 させ て いただ くこ とが

必 要 にな ります。 何卒 そ の点 につ き ご了承下 さい ます よ うお願 いいた します。

 尚 、 この研 究 へ の ご協 力は 、皆様 の 自由意 志 によ って決 め られ ます。従 い ま

して、「協 力す る ・協 力 しな い」の如 何 によ って 皆様 が受 けて お られ る医療 にな

ん ら不 利益 を生 じるよ うな こ とは一切 な い こ とを付 け加 え させ て いた だき ます。

 さ らに、 この調査 で得 られ たデ ー タは個 人が特 定 されな いよ うに扱 い、 この

調査 の 目的以外 には使用 せず 、プ ライバ シー を堅 く守 る ことをお約束 致 します 。

学 生:門 元 記 子(慶應 義塾大学 看護i医療学部 4年 生)

担 当教員:山 下 香枝子(慶應 義塾大学 看護医療学部 教授)
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資料II:調 査 協 力 の ご依頼(看 護師 さん用)

調査協力のご依頼

 私 は 、慶応 義 塾大 学看 護 医療 学 部4年 の門元 記 子(か ど もとの りこ)と 申 し

ます 。 この度 、 「医療現 場 の 中で、診 療(治 療 や療 養方 法)に 関す る医師 や看護

師 の説 明 は どの よ うに行 わ れて いるか?そ れ らの説 明 に よ って 、患 者 の皆様 方

は十分 に理 解 を した上 で治 療や 療養 法 の選択 ・決定 を行 わ れて いるか 、納得 し

た入 院生活 をされ て いるか 等」 につ いて実態 調査 を企画 しま した。 今後 の 医療

のあ り方 につ いて研 究 を行 いた い と思 い、 ご負担 をおか け しますが 、以 下 に示

す調 査 の趣 旨 を ご理解 いた だ き、ご協 力 くだ さい ます よ うお願 い 申 し上 げ ます 。

 医療 を取 り巻 く社 会 で は、世 界 の動 向 と して 「患 者 さん 自 らが 、正 しい情 報

を持 ち、治療方 法 な どを選択 ・決定 す る よ うに」とい う、 「患者 さん 自 らが 医療

に主体 的 に参加 す る」 ことが謳 われ るよ う にな りま した 。 しか し、 実際 は どう

で し ょうか 。 この調 査 で は、 まず 、 このよ うな 「患 者 さん の 自己決 定 を支 える

医療」 の現 状 を調べ 、米 国 で報告 され て いる ことを参 考 に分 析 し、 今後 の医 療

のあ り方 を検 討 して いきた い と考 えて い ます 。 そ して、 看護 の視 点 か ら日本 に

お け る 「よ り良 い患 者 の 自己決 定方 法」 を考 えて い く ことを通 して 、患者 さん

が十 分 に理解 し納得 して 自分 の治療 や療 養法 を選 択 ・決 定 で きる よ うにな る こ

とに貢献 して いきた い と考 えて い ます

 また 、 この研 究へ の ご協 力 は、皆 様 の 自 由意志 によ って決 め られ ます 。従 い

ま して 、協 力す る ・しな いの如 何 によ って 、看護 の仕事 を して い く上で 、な ん

ら不 利 益 を生 じるよ うな ことは一切 あ りませ ん 。な お、 この調 査で 得 られた デ

ー タ は個 人が特 定 され な いよ う に扱 い、 この調査 の 目的 以外 には使 用 しな い こ

とはお約 束 いた します 。

研究学生:門 元 記 子 (慶應義塾大学 看護医療学部4年)

担当教員:山 下 香枝子(慶應 義塾大学 看護医療学部 教授)
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資料III:同 意書(患 者 さん用)

同意書

同意する 同意 しな い

****************************************

「同意」 して いただ ける場合 は、以下の下線部 にお名前 と 日付 をお書 きくだ さい。

 私 、--________--__-は 、慶應 義 塾大 学看 護 医療 学 部 の門元

記子 か ら 「患者 さん の 自己決 定 を支 え る医療 」 に関す る研 究 につ いて以下 の説

明 を受 けた ことを ここに証 します。

研究 目的

研究方法

カルテの閲覧

自由意志 による協 力

プライバ シーの保護

よ って私 は、こ こに私 の 自由意志 か ら、この研 究 に協 力す る ことを同意 します 。

署 名:--____________-___

日付: 年 月 日
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1資料IV:同 意 書(看 護 師 さん用)1

同意書

同意す る 同意 しな い

****************************************

「同意」 していただける場合 は、以下 の下線部 にお名前 と 日付 をお書き ください。

 私、               は、慶應 義塾大学看護医療学部の門元

記子か ら 「患者 さんの自己決定 を支 える医療」 に関す る研究について以下の説

明を受 けた ことをここに証 します。

研究目的

研究方法

自由意志 による協力

プライバシーの保護

よ って私 は、こ こに、私 の 自由意 志 か らこの研 究 に協 力す る ことを 同意 します 。

署 名:

日付: 年 月 日
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際 料V:調 査用紙(患 者 さん用)1

年齢(   ) 性別( 女 ・ 男 )  疾 患(               )

以下、 「透析導入」 とな ってか らの ことにつ いてお伺 いします。

1.あ なたは診察後 、医師や看護師か ら 「透析導入」 につ いて どのような説明 を受けま し

  たか?あ なたか ら質 問 して得 られた内容 も含 めて、説明 を受 けた 内容 を○印で示 して

  くだ さい。なお、説 明を受 けた場合 は、説明の 内容全体 を考 えて項 目ごとに 「説 明の

  分 か りやす さ」 を大変か ら全然 まで、○ 印をつ けて評価 して ください。

説明項 目

医
師

看
護
師

説明の分か りやすさ

② あ ③ ④ ⑤
か   ま あ 全

奮 あ 青 然
   ま

1.病 名 ・病 気 につ いて 000●o

i i i i i
a.病 名

b.病 状 ・症 状
I I I I I

c.検 査
i i i i i

皿.疾 患 に対す る治療方法 につ いて OOO OO●OO

i i i i i
d.治 療 の全体的計画

e.透 析 に期待 され る効果 とそれ に伴 う可能性

  のある不具合(合 併症)、 問題 な ど

i i i i i

f.他 の治療方法の提示や比較
i i i i i

g.治 療す る場合 の今後 の展 開(予 後)
i i i i i

h.治 療 しな い場合の今後の展開(予 後)
i i i i i

治療期間
i i i i i

治療に要する費用(保 険適用など) i i i i i

皿.薬 につ いて 000●o

i i i i i
k. 使 用する薬剤 名 ・量

1. 作 用 ・副作 用
i i i i i

】V.日 常生活 について 000●o

i i i i i
m. 透析導入後 の生活

n.日 常生活の留意点
I l l l l

V.そ の 他

o.セ カ ン ドオ ピニ オ ン につ いて

(他 の病 院 ・医師(専 門家)に よ る意 見 を求 め る こと

000●o

i i i i i

p.そ の 他 、 説 明 を

  受 けた こ と

r                    l

L                     ノ

i i i i i

I I I I l
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2-1.医 師 による説明の際 に、同席 して いた人はい ますか?(い くつで も可)

  a.看 護 師     b.家 族      c。ソー シャル ・ワーカー

 d.そ の他  〔

2-2.前 記の説明は どのよ うな方法 で行 われていま したか?(い くつでも可)

國
A)a.

  d.

  e

口頭で の説明 のみ

メモ して くれる

碗 〔

〕

b.図 を用 いて 説 明 す る  c.本 や パ ン フ レ ッ トを用 い る

國
B)a.ゆ っ く り と話 す

  c.何 回 も繰 り返 し説 明 す る

州
b.や さ しい言葉で説明す る

d.適 宜質 問に答 えて くれ る

2-3.前 記 の説 明で分 か りに くい点 につ いて あなた は どの よ うに対処 しま したか?

    (い くつで も可)

a.分 か りにくいところは無かった   b.特 に何 もしなかった

c.そ の場で質問 をする       e.看 護師 に後で聞 く

£ 自分で本やイ ンターネ ッ トを用 いて調べ る

g.そ の他

     〔      〕
3-1.あ なたが圃 に した/し たか った質 問が あ りま した ら、具体的 にお書 きくだ さい。

6

〕

-
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3-2.あ なたが匿麺 に質 問また は相談 した/し たかった ことが あ りま した ら、具体 的

    にお書 きくだ さい。

4.あ なた は看護師 に質 問や相談 したい とき、いつで もそれ らができま したか?「 いいえ」

  の場合 はそ の理 由 もお書 き ください。

〔

〈理由〉

はい

1

いいえ

〕

5.看 護師 は、あなたが納得す るまで(頻 度 と内容)あ なたの質 問に答 えた り話 しを聞い

 た りして くれ ま したか?ま た、なぜそ う思 われたか を自由にお書き くだ さい。

 大変よく    かな り    まあまあ     あまり       全然一
〈なぜそ う思われましたか?〉

7



6.あ なた は医師や看 護師 による説明(質 疑応答 を含 む)を 、十 分 に理解で きたと思 いま

 すか?そ の理 由もお書き くだ さい。

大変 よく かな り まあ まあ あま り 全然
iii

〈理 由〉

7-1.あ なた は治療や療養方法 に関 して、 「自分 の希望や思 いな ど」 を圃 に 自由に伝

    える ことができま したか?そ の理 由 もお書 き ください。

                          は い   ・  いいえ

  〈理 由>

C
7-2.あ なた は治療や療養方法 に関 して、 「自分 の希望や 思いな ど」 を匿麺 に 自由に

   伝 える ことができま したか?そ の理 由もお書 き くだ さい。

〔

〈理由〉

は い いいえ

〕

8



次 に、以下 の ことに対 して該 当す る ところに○ 印を付 けて くだ さい。

8-1.病 気や病状、治療 につ いて知 ることは、あなた にとって どのよ うな意味が あ りま

    すか?

        3  2   1  0   1  2  3

 ばかな    1  -  -  1  1  1  1  かしこい
よい  1 - - 1 1 1 1 わるい

 有害な    l  I  l  l  l  l  l  有益な

 報いのある  l  l  l  l  I  l  l  罰のある

8-2.期 待でき る予後や 回復状態 に対 して、苦痛 を伴 う治療 を受 ける とことは、あなた

    にとって どのよ うな意味が あ りますか?

        3  2  1  0  1  2  3

 ばかな    I  l  l  l  l  l  -  かしこい
よい  l I l l l - 1 わるい

 有害な    l  I  l  l  I  I  l  有益な

 報いのある l  l  i  I  -  1  -  罰のある

8-3.セ カ ン ド ・オ ピニオ ンを求め ることは、あなた にとって どのよ うな意味が あ りま

    すか?

        3  2  1  0  1  2  3

ばかな L」 一        かしこい

 よい    l  l  l  l  l  l  -  わるい

 有害な   L_-L_⊥ 」_⊥」_⊥」」⊥__」  有益な

 報いのある L一   罰のある

8-4.自 分が参加 して治療方法 を決める ことは、あなたに とって どのような意味が あ り

    ますか?

        3  2   1  0   1  2  3

 ばかな    I  l  l  -  I  l  l  かしこい

 よい    I  I  I  I  -  -  1  わるい

 有害な   L一  有益な

 報いのある  l  l  l  l  l  I  l  罰のある

               (Ajzen&Fishbein,1972に よる 「ある行為に対する態度」の尺度より)

                   9



最後 に、あなたが 「透析導入 」を決 めるまでの ことをお伺い します 。

9.あ なた 自身が透析 を、治療 ・療養方 法 と して受 け入れ まで に、 「看 護師 の関わ り方」

  は満足 い くもので したか?そ の理 由もお書 き ください。

大変 かな り まあまあ あま り 全然一
〈理由〉

〔

-

」

10-1.あ なた は自分の治療や療養方 法等 を、 どのように決め ましたか?1つ 選 んで く

   ださい。

a

b

じ

d

e

£

い くつか の方法が示 されて、 自分(含 む家族や親近者への相談)で 選択 して決めた

セカ ン ド ・オ ピニオ ン(他 の専門家の意見)を 求め、その後 に決めた

いくつかの方法が示 されたが、 どれ を選 ぶかは医師の指示や勧 め に従 った

治療方法 は一方的 に医師が決めた

治療方法 は1つ しか な く、選択 の余地 はな い と説明 された碗〔      〕

10-2.あ な たは前記の決定 プロセス に満足 して いますか?そ の理 由もお書き くだ さい。

 大変よく    かなり    まあまあ     あまり       全然一
〈理由〉

10



11.最 終的な治療 ・療養 方法の選択 ・決定する までの時間(期 間)は 、あなたに とって

  十 分で したか?

大変 かな り まあ まあ あま り 全然

iiii

12.一 ・般 的に 「自己決定」 とは、

      「医師か ら十分な情報提供 と分か りやす い説明 を受け、自 らの

      納得 と自由な意思 に基 づいて 自分 の治 療や 療養方法 を選択 し、

      同意 あるいは拒否す る こと」

といわれて います 。あなた は、外来 で今 回の治療 を受 け る ことにおいて、 「自己決定」が

十分 にで きたと思 います か?そ の理 由もお書 き ください。

大変 かな り まあまあ あま り 全然

ii__iii

〈理由〉

その他、 ご意見や ご感想な どあ りました らご自由にお書 き くだ さい。

ご協 力 あ りが とう ござい ま した 。

11



1資料VI:調 査用紙(看 護 師 さん用)1

年齢(   ) ・ 経験 年数(   ) ・  性別(男 ・ 女 )

資格:看 護 師 ・准看護師 ・保健師 ・助産 師 ・その他( )

1.先 行 研究 にお いて、一般的 に 「患者 の意思決定 を支 える看 護 に必要な もの」 として、

  ① 専門職 としてや 人間 としての姿勢

  ② 能力

  ③ ケア対象者 を知 る こと

  ④ ケア対象者 とつなが る こと

  ⑤ ケア対象者 に働 きか ける こと

が 明 らか にな って います 。以下 の質 問に対 して、 「患者 の 自己決定」 を支え る上で通常 あ

なたが必要だ と思 い取 り組んで いる ことの程度 をお教え くだ さい。

000●o
大 か ま あ 全
変 な あ ま 然
  り ま り
   あ

a.患 者 にあった方法 で看護 を展 開 してい く技術 をさ らに熟練

 させて いる l I - - 1

b.看 護 者 の価 値観 を患者 に押 し付 けない ように今 まで以上 に

 配慮 して いる l I l l I

- - - l lc.患 者 の人 間 と しての尊厳 を守 る看 護 を今 まで 以上 に配慮 し

 て いる

1 - l I ld.人 を理解 す るために分 析力や 洞察 力を磨いている

l l I - 1e.患 者の心理的サポー トを行 うための技術 を磨いている

f.今 まで以上 に専 門職 と して の 自覚 を持 って、看護 に取 り組 ん

 で いる
l l I I l

l I I - 1
g.今 まで以上 に充実 したカ ンフ ァレンスを運営 す る技 術 を熟

 練 させて いる l l l - 1

h.先 を見通す 力を身 につけて いる
( I I I I

1.患 者の症状 を査定するために さらに医学的知識 を学んでいる

l l l l lj.感 受性 や共感能力を高めて いる

l l I l lk.患 者 の問題解 決能 力 を引き 出す技 術 を さ らに熟 練 させ て い

る
1 - - l l

1.患 者の 日常生活 を整 えて い く技術 をさ らに熟練 させ ている
I l l l l

m.患 者や 家族の倫理 を尊 重で きるよ うさ らに倫理 について学

 んでいる

V  I I In.家 族関係 を調整す る技術 をさ らに熟練 させ ている

(野嶋 らによる 「意志 決定 を支 え る看護 に必 要な事 柄 」よ り一部修 正)
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1. 「患者 さんの 自己決定」が 「透析導入 」に向けて の姿勢 にどのよ うに関わるか につい

  てあなたの考 えを 自由に述 べて くだ さい。

3.1.あ なたは、医師 による 「イ ンフォーム ド ・コンセ ン ト」の説明内容 を患者 さんが

   理解 して いるか判断 して いますか?「 して いる」場合は、何 によって判 断されて

    います か?あ なた が通常用 いて いる方法 につ いて該 当す る ものに○印 をつ けて

   下 さい。(い くつで も可)

                         して いる  ・  して いない

                         1
a.医 師の記録(カ ルテ)内 容

c.患 者 の表情

e.質 問に対 しての患者の答え

昏碗 〔

b

d

f

説 明に対す る患者の反応 についての記述

患者が 自発 的に発す る言葉(訴 え、質問等)

家族 ・近親者か らの情報

-

」
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3-2.ま た、「透析導入」に対 して患者 さん 自身が納得 しているか を判断 して います か?

    「して いる」場合 は、何 によ って判断 されて いますか?あ なたが通常用 いてい る

   方法 につ いて該 当す るもの に○印 をつ けて下 さい。(い くつで も可)

                         している  ・  して いな い

                         1
a.医 師の記録(カ ルテ)内 容

c.患 者 の表情

e.質 問 に対 しての患者の答え

替碗 〔

b

d

f
一

説 明に対す る患者 の反応 につ いて の記述

患者 が 自発 的に発す る言葉(訴 え、質 問等)

家族 ・近親者か らの情報

〕

3-3.あ なたは患者 さん との関わ りの中で、総合 的に、医師 による説 明を患者 さん は十

   分 に理解 し納得 してい ると思 います か?「 まあまあ」 「あま り」 「全然」の場合、

    あなたは看護 師 としてそ の理 由を どのよ うに考 えます か?ま た、看護師 として患

   者 さんに何 を します か?

大変よ く かな り まあまあ あま り 全然

iii

〈理由〉
一 ノ

〈何を します か?〉
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4.一 般的 に 「自己決定」 とは、

      「医師か ら十分 な情報提供 と分 か りやす い説明を受 け、自らの

      納得 と自由な意思 に基 づいて 自分 の治療や 療養方法 を選択 し、

      同意 あるいは拒否す る こと」

といわれて います。あなたは、自分の看護の実践 を振 り返ってみて様 々な場面で患者の 「自

己決定」 を支 える関わ りが できている と思 います か?そ の理 由は何ですか?

大変 よ く か な り まあまあ あま り 全然一
〈理由〉

5.患 者 の自己決定 を支 えるた めに、看護 システムや看護師 の役割 につ いて あなたの考え

  を自由に述べて ください。

その他、 ご意見や ご感想な どあ りま した ら自由にお書 き くだ さい。

ご協 力 あ りが とう ございま した。
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i資料VII:患 者記録閲覧 による調査用紙1

患者記録閲覧による調査用紙

 以下の項 目をカルテか らチェ ックす る。

て も記述す る。

囮 病名

病 状 ・症状

検査

治療 方法 の全体的 計画

効果 と不具合 、問題

他 の治療方法 の提示

治療方法 問の比較

治療 した場合 の予後

治療 しなか った場合の予後

治療期間

費用

使用す る薬剤名 ・量

薬剤 の作用 ・副作用

透析導入後の 日常生活

日常生活の留意点

セカ ン ド ・オ ピニオ ン

その他:

また、その ときの患者 の様子や反応 な どにつ い

囲 口頭 による説明

書面 による説明

パ ンフ レッ トを用 いて

ビデオ を用 いて

その他:

にc時 の患者の様子や反応1
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 Patients'  Bill of Rights

M inneso

Patients

B

R

•

ll

 fights

ta

Legislative Intent: It is the intent of the legisllltIlil' and 
the purpose of this statement to promote the interests and 
well-being of the patients of health care facilities. No health 
care _facility may require a patient to waive these rights as a 
condition of admission to the jacility. Any guardian or contie'r" 
vator of a patient or, in the absence of a guardian or conserva-
tor, an interested person, may seek enforcement of these rights 
on behalf of a patient. An interested prison may also seek 
enforcement of these rights ciii behalf of a patient who has a 

guardian or conserc'ator through administrative agencies or 
in probate court or county court having jurisdiction over 
gr?(lydiallSlilpS mid consc'r'atorships. Pending the outcome of 
an enforcement proceeding the health afire facility may, in 
good faith, cor?Ipl y with the instructions c f a guardian or 
conservator. It is the intent of this section that every patient's 
civil and religious liberties, including the right to independent 
personal decisions and knowledge of available choices, shall 
not be infringed and that the facility shall encourage and 
assist in the fullest !x^ssil^te e'xe'rcise of these rights.

ti

•

Distributed 

Minnesota

      •

by the 

Hospital Association

 Definitions: For the purposes of this statement, "patient" 
1110711s a person ZUlio Is IldIllitted to an acute care i^^pntic'n 
facilityy for a continuous period longer than 24 hours, for the 
po pose of diagnosis or treatment bearing 011 the phycicnl or 
mental health of that person. "Patient" also nloons a minor 
who is admitted to a residential program as defined in section 
7, Lou'se of Minnesota 1986, Chapter 326. For purposes of this 
statement, "patient" also menus any person (oho is l'eci'Iz iris 
mental health treatment on an out-patient basis or in a cian-lll

^Inity support program or althea' community-based program.

Public Policy Declaration: it is declared to be the public 

policy of this slllle that the interests of each patient be protected 
by a declaration of a patient's lbill of rights which shnll include 
but not be limited to the rights specified in this ; tatelllC'llt.

1. Information About Rights 
Patients shall, at admission, be told that there are legal 

rights for their protection during their stay at the facility 
or throughout their course of treatment and maintenance 
in the community and that these are described in an 
accompanying written statement of the applicable right, 
and responsibilities set forth in this section. In the case 
of patients admitted to residential programs as defined 
in section 7, the written statement shall also describe the 
right of a person 16 years old or older to request release 

as provided in section 2ssB.04, subdivision 2, and shall 
list the names and telephone numbers of individuals 
and organizations that provide advocacy and legal ser-
vices for patients in residential programs. Reasonable 

accommodations shall be made for those with commu-
nication impairments, and those who speak a language 
other than English. Current facilities policies, inspection 
findings of state and local health authorities, and further 
explanation of the written statement of rights shall be 
available to patients, their guardians or their chosen rep-li
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resentatives upon reasonable request to the  administra-

tor or other designated staff person, consistent with 

chapter 13, the Data Practices Act, and section 626.557, 
relating to vulnerable adults.

2. Courteous Treatment 

Patients have the right to be treated with courtesy and 

respect for their individuality by employees of or per-

sons providing service in a health care facility.

3. Appropriate Health Care 

Patients shall have the right to appropriate medical and 

personal care based on individual needs. This right is 
limited where the service is not reimbursable by public 

or private resources.

4. Physician's Identity 

Patients shall have or be given, in writing, the name, 

business address, telephone number, and specialty, of 

any, of the physician responsible for coordination of 

their care. In cases where it is medically inadvisable, as 

documented by the attending physician in a patient's 
care record, the information shall be given to the 

patient's guardian or other person designated by the 
patient as his or her representative.

5. Relationship With Other Health Services 
Patients who receive services from an outside provider 
are entitled, upon request, to be told the identity of the 

provider. Information shall include the name of the out-
side provides; the address, and a description of the ser-
vice which may be rendered. In cases where it is med-
ically inadvisable, as documented by the attending 

physician in a patient's care record, the information 
shall be given to the patient's guardian or other person 
designated by the patient as his or her representative.

6. Information About Treatment 
Patients shall be given by their physicians complete and 
current information concerning their diagnosis, treat-
ment, alternatives, risks and prognosis as required by 
the physician's legal duty to disclose. This information 
shall be in terms and language the patients can reason-
ably be expected to understand. Patients may he accom-

panied by a family member or other chosen representa-
tive. This information shall include the likely medical or 
major psychological results of the treatment and its 
alternatives. In cases where it is medically inadvisable, 
as documented by the attending physician in a patient's 
medical record, the information shall be given to the 

patient's guardian or other person designated by the 
patient as his or her representative. Individuals have the 
right to refuse this information. 

   Every patient suffering from any form of breast 
cancer shall be fully informed, prior to or at the time of 
admission and during her stay, of all alternative effec-
tive methods of treatment of which the treating physi-
cian is knowledgeable, including surgical, radiological, 
or chemotherapeutic treatments or combinations of 
treatments and the risks associated with each of those 
methods.

18

7. Participation in Planning Treatment 
Notification of Family Members: (a) Patients shall have 
the right to participate in the planning of their health 
care. This right includes the opportunity to discuss 
treatment and alternatives with individual caregivers, 
the opportunity to request and participate in formal care 
conferences, and the right to include a family member 
or other chosen representative. In the event that the 

patient cannot be present, a family member or other rep-
resentative chosen by the patient may be included in 
such conferences. 

(b) If a patient who enters a facility is unconscious 
or comatose or is unable to communicate, the facility 
shall make reasonable efforts as required under para-

graph (c) to notify either a family member or a person 
designated in writing by the patient as the person to 
contact in an emergency that the patient has been admit-
ted to the facility. The facility shall allow the family 
member to participate in treatment planning, unless the 
facility knows or has reason to believe the patient has an 
effective advance directive to the contrary or knows the 
patient has specified in writing that they do not want a 
family member included in treatment 

planning. After notifying a family member but prior to 
allowing a family member to participate in treatment 

planning, the facility must make reasonable efforts, con-
sistent with reasonable medical practice, to determine if 
the patient has executed an advance directive relative to 
the patient's health care decisions. For purposes of this 

paragraph, "reasonable efforts" include: 
   (1) examining the personal effects of the patient; 

   (2) examining the medical records of the patient in 
the possession of the facility; 

   (3) inquiring of any emergency contact or family 
member contacted whether the patient has executed an 
advance directive and whether the patient has a physi-
cian to whom the patient normally goes for care; and 

   (4) inquiring of the physician to whom the patient 
normally goes for care, if known, whether the patient 
has executed an advance directive. If a facility notifies a 
family member or designated emergency contact or 
allows a family member to participate in treatment 

planning in accordance with this paragraph, the facility 
is not liable to the patient for damages on the grounds 
that the notification of the family member or emergency 
contact or the participation of the family member was 
improper or violated the patient's privacy rights. 

   (c) In making reasonable efforts to notify a family 
member or designated emergency contact, the facility 
shall attempt to identify family members or a designat-
ed emergency contact by examining the personal effects 
of the patient and the medical records of the patient in 
the possession of the facility. If the facility is unable to 
notify a family member or designated emergency 
contact within 24 hours after the admission, the facility 
shall notify the county social service agency or local law 
enforcement agency that the patient has been admitted 
and the facility has been unable to notify a family mem-
ber or designated emergency contact. The county social 
service agency and local law enforcement agency shall 
assist the facility in identifying and notifying a family 
member or designated emergency contact. A county



social service agency or local law enforcement agency 

that assists a facility is not liable to the  patient for dam-

ages on the grounds that the notification of the family 

member or emergency contact or the participation of the 

family member was improper or violated the patient's 

privacy rights.

8. Continuity of Care 

Patients shall have the right to be cared for with reason-

able regularity and continuity of staff assigrunent as far 

as facility policy allows.

9. Right to Refuse Care 
Competent patients shall have the right to refuse treat-
ment based on the information required in Right No. 6. 
In cases where a patient is incapable of understanding 
the circumstances but has not been adjudicated incom-
petent, or when legal requirements limit the right to 
refuse treatment, the conditions and circumstances shall 
be fully documented by the attending physician in the 
patient's medical record.

10. Experimental Research 

Written, informed consent must be obtained prior to 

patient's participation in experimental research. Patients 
have the right to refuse participation. Both consent and 

refusal shall be documented in the individual care record.

11. Freedom From Maltreatment 
Patients shall be free from maltreatment as defined in 
the Vulnerable Adults Protection Act. "Maltreatment" 
means conduct described in Section 626.5572, 
Subdivision 15, or the intentional and nontherapeutic 
infliction of physical pain or injury, or any persistent 
course of conduct intended to produce mental or emo-
tional distress. Every patient shall also be free from non-
therapeutic chemical and physical restraints, except in 
fully documented emergencies, or as authorized in writ-
ing after examination by a patient's physician for a spec-
ified and limited period of time, and only when neces-
sary to protect the patient from self-injury or injury to 
others.

12. Treatment Privacy 

Patients shall have the right to respectfulness and priva-

cy as it relates to their medical and personal care pro-

gram. Case discussion, consultation, examination, and 
treatment are confidential and shall be conducted dis-

creetly. Privacy shall be respected during toileting, 
bathing, and other activities of personal hygiene, except 

as needed for patient safety or assistance.

13. Confidentiality of Records 

Patients shall be assured confidential treatment of their 

personal and medical records, and may approve or 
refuse their release to any individual outside the facility. 
Copies of records and written information from the 
records shall be made available in accordance with this 
subdivision and section 144.335. 'Ibis right does not apply 
to complaint investigations and inspections by the 
department of health, where required by third party 

payment contracts, or where otherwise provided by law

14. Disclosure of Services Available 
Patients shall be informed, prior to or at the time of 
admission and during their stay, of services which are 
included in the facility's basic per diem or daily room 
rate and that other services are available at additional 
charges. Facilities shall make every effort to assist 

patients in obtaining information regarding whether the 
Medicare or Medical Assistance program will pay for 
any or all of the aforementioned services.

15. Responsive Service 

Patients shall have the right to a prompt and reasonable 

response to their questions and requests.

16. Personal Privacy 
Patients shall have the right to every consideration of 
their privacy, individuality, and cultural identity as 
related to their social, religious, and psychological well-
being.

17. Grievances 
Patients shall be encouraged and assisted, throughout 
their stay in a facility or their course of treatment, to 
understand and exercise their rights as patients and citi-
zens. Patients may voice grievances and recommend 
changes in policies and services to facility staff and oth-
ers of their choice, free from restraint, interference, coer-
cion, discrimination, or reprisal, including threat of dis-
charge. Notice of the grievance procedure of the facility 
or program, as well as addresses and telephone num-
bers for the Office of Health Facility Complaints and the 
area nursing home ombudsman pursuant to the Older 
Americans Act, section 307(a)(12) shall be posted in a 
conspicuous place. 

   Every acute care in-patient facility, every residen-
tial program as defined in section 7, and every facility 
employing more than two people that provides 
out-patient mental health services shall have a written 
internal grievance procedure that, at a minimum, sets 
forth the process to be followed; specifies time limits, 
including time limits for facility response; provides for 
the patient to have the assistance of an advocate; 
requires a written response to written grievances; and 

provides for a timely decision by an impartial decision-
maker if the grievance is not otherwise resolved. 
Compliance by hospitals, residential programs as 
defined in section 7 which are hospital based primary 
treatment programs, and outpatient surgery centers 
with section 144.691 and compliance by health mainte-
nance organizations with section 620.11 is deemed to be 
compliance with the requirement for a written internal 

grievance procedure.

18. Communication Privacy 

Patients may associate and communicate privately with 

persons of their choice and enter and, except as provid-
ed by the Minnesota Commitment Act, leave the facility 

as they choose. Patients shall have access, at their 

expense, to writing instruments, stationery, and postage. 

Personal mail shall be sent without interference and 

received unopened unless medically or programmati-

cally contraindicated and documented by the physician



in  the medical record. There shall be access to a tele-

phone where patients can make and receive calls as well 
as speak privately. Facilities which are unable to provide 
a private area shall make reasonable arrangements to 

accommodate the privacy of patients' calls. This right is 
limited where medically inadvisable, as documented by 
the attending physician in a patient's care record. Where 

programmatically limited by a facility abuse prevention 
plan pursuant to the Vulnerable Adults Protection Act, 
section 626.557, subdivision 14, paragraph (b), this right 
shall also be limited accordingly.

19. Personal Property 

Patients may retain and use their personal clothing and 

possessions as space permits, unless to do so would 
infringe upon rights of other patients, and unless med-
ically or programmatically contraindicated for docu-
mented medical, safely, or programmatic reasons. The 

facility may, but is not required to, provide compensa-
tion for or replacement of lost or stolen items.

20. Services for the Facility 

Patients shall not perform labor or services for the 
facility unless those activities arc included for therapeu-
tic purposes and appropriately goal-related in their indi-
vidual medical record.

21. Protection and Advocacy Services 

Patients shall have the right of reasonable access at rea-

sonable times to any available rights protection services 
and advocacy services so that the patient may receive 
assistance in understanding, exercising, and protecting 
the rights described in this section and in other law. This 
right shall include the opportunity for private commu-
nication between the patient and a representative of the 
rights protection service or advocacy service.

22. Right to Communication Disclosure 

  and Right to Associate 

Upon admission to a facility, where federal law prohibits 
unauthorized disclosure of patient identifying informa-
tion to callers and visitors, the patient, or the legal 

guardian or conservator of the patient, shall be given 
the opportunity to authorize disclosure of the patient's 

presence in the facility to callers and visitors who may 
seek to communicate with the patient. To the extent 

possible, the legal guardian or conservator of the patient 
shall consider the opinions of the patient regarding the 
disclosure of the patient's presence in the facility.

  ADDITIONAL RIGHTS IN RESIDENTIAL 

PROGRAMS THAT PROVIDE TREATMENT TO 

CHEMICALLY DEPENDENT OR MENTALLY ILL 

  MINORS OR IN FACILITIES PROVIDING 

SERVICES FOR EMOTIONALLY DISTURBED 

     MINORS ON A 24-HOUR BASIS:

23. isolation and Restraints 

A minor patient who has been admitted to a residential 

program as defined in section 7 has the right to be free 
from physical restraint and isolation except in emer-

gency situations involving a likelihood that the patient
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will physically harm the patient's self or others. These 

procedures may not be used for disciplinary purposes, 
to enforce program rules, or for the convenience of staff. 

Isolation or restraint may be used only upon the prior 
authorization of a physician, psychiatrist, or licensed 
consulting psychologist, only when less restrictive 
measures are ineffective or not feasible and only for the 
shortest time necessary.

24. Treatment Plan 

A minor patient who has been admitted to a residential 

program as defined in section 7 has the right to a 
written treatment plan that describes in behavioral 
terms the case problems, the precise goals of the plan, 
and the procedures that will be utilized to minimize the 
length of time that the minor requires inpatient treat-

ment. The plan shall also state goals for release to a less 
restrictive facility and follow-up treatment measures 
and services, if appropriate. To the degree possible, the 
minor patient and his or her parents or guardian shall 
be involved in the development of the treatment and 
discharge plan.

Inquiries or complaints regarding medical treatment 
 or the Patients Bill of Rights may be directed to:

Minnesota Board of Medical Practice 
    2829 University Ave. SE 

        Suite 400 
  Minneapolis, MN 55414-3246 

 (612) 617-2130 or (800) 657-3709 

         OR

Office of Health Facility Complaints 
Y.O. Box 64970 

    St. Paul, MN 55164-0970 

 (651) 215-8702 or (800) 369-7994

Inquiries regarding access to care or possible 

 premature discharge may be directed to:

Ombudsman for Older Minnesotans 
    121 East Seventh Place 
        Suite 410 

     St. Paul, MN 55101 

 (651) 296-0382 or (800) 657-3591

Federal Rights 

Starting Aug. 2, 1999, the federal Patients' Bill of Rights 
law (42 CFR Part 482) went into effect. Patients have 
rights afforded them under federal laws in the areas of 
notification of rights; the exercise of his/her rights in 
regard to his/her care; privacy and safety; confidentiali-
ty of his/her records; freedom from restraints used in 

the provision of acute medical and surgical care unless 
clinically necessary; and freedom from seclusion and 
restraints used in behavior management unless clinical-
ly necessary Patients who believe they have been 
aggrieved under their federal rights should refer to 

Provision 17 in this document. Those wanting a full 
copy of the federal law may obtain one by contacting 
the hospital business office.
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 il lq-VIII : Hospital Ethics Consultation Service

Purpose 

The Maye Medical Center Hospital Ethics 

Consultation Service was created to help main-

tain the highest ethical standards in the delivery 

of patient care and to help resolve ethical dilem-
mas that arise in the diagnosis, care and treat-

ment of patients.

 Membership 

The Hospital Ethics Consultation Service in-

cludes representatives from medical staff, 
nursing, social services, chaplain services, legal 

counsel, administration and other disciplines

Ethics Consultation 

You may request an ethics consultation when 
ethical or moral conflicts arise among healthcare 

providers, or among the providers and the 
patients or their surrogates. When a consulta-
tion is requested, the service evaluates the 

situation, reviews the case's medical and social 
history, interviews the parties involved, and 

then meets to discuss the case.

The service will clarify the issues and present 

appropriate options for your situation. The 
service will help you reach a mutually accept-

able resolution with others involved. Decisions 

of the consultation service are advisory and are 
not institutionally or legally binding. Confiden-

tiality is maintained throughout the consulta-
tion process.

If someone other than the patient initiates the 

consultation, the service will notify the patient 
or the patient's surrogate that a consultation has 

been requested.

HOW il 

You may initiate a consultation by contacting 
the unit secretary. The secretary will help you 

contact the Hospital Ethics Consultation Service 
member on call.

The member on call will evaluate the situation 

to ensure that there is an ethical dilemma 

present. Legal or administrative issues are not 
addressed by the Ethics Consultation Service. 

                   J

If the request is not appropriate for consultation, 

the person making the request will be referred 

to the group or the resource appropriate to 
address the concern.

If the consultation request is accepted, the 

service will meet to discuss the case within 24 to 
48 hours after the request is submitted.

A service member of the Hospital Ethics Con-
sultation Service will interview the individuals 

involved. If you wish to speak to the service, 

you may do so. Final deliberations will be in a 
closed session. The results of the closed session 
will be communicated to those involved as soon 

as possible.

VVho may rerluc'st a consultation? 

An ethics consultation may be requested by any 
of the following — 
• The attending physician or any consulting 

 physician 
• Any nurse directly involved in the care of 

 a patient 

• A social worker 
• A member of chaplain services 
• The patient 

• A member of the patient's family 

• The patient's surrogate

L;i(cl gene ll . ,i ,,;7( 
Because of the logistics of gathering data and 
assembling the service members, emergency 
consultations (expecting a formal consultation 
to be completed in less than the mentioned 
24 to 48 hours) cannot be performed. However, 
the Ethics Consultation Service member on call 
will assist in these situations to the extent 

possible.
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